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沖
縄
の
施
政
権
返
還
と
日
本
の
地
域
的
役
割
分
担
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
返
還
交
渉
を

め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程
の
な
か
で
、
日
本
の
地
域
的
役
割
分
担
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

示
す
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
、
国
務
省
で
返
還
交
渉
に
関
わ
っ
た
Ｕ
・
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
ご
・
ど
の
凶
⑫
］
・
目
②
。
□
）
の
回

（
１
）
 

顧
録
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
佐
藤
内
閣
期
の
一
九
六
六
年
一
○
月
に
駐
日
大
使
と
し
て
赴
任
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
沖
縄
返
還
の

条
件
が
日
本
に
よ
る
地
域
的
役
割
分
担
の
拡
大
で
あ
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
強
調
し
た
一
」
と
を
回
想
録
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
時
代

の
公
文
書
か
ら
窺
う
こ
と
の
で
き
る
米
政
府
の
立
場
の
多
く
が
、
こ
の
見
解
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
域
的
役
割
分
担
の
具
体
的
内
容
は
、
当
時
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
明
確
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
施
政
権
返

還
に
合
意
し
た
一
九
六
九
年
の
日
米
首
脳
会
談
で
は
、
佐
藤
一
一
ク
ソ
ン
共
同
声
明
と
佐
藤
首
相
に
よ
る
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
と
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京
都
会
議
を
め
ぐ
る
ア

は
じ
め
に

メ
リ
カ
大
使
館
の
観
察

第
三
節
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と
明
記
し
て
い
た
。

と
い
う
総
理
大
臣
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

（
２
）
 

「
大
統
領
は
総
理
大
臣
の
見
解
と
同
意
見
で
あ
る
』
曰
を
述
べ
た
。
」

と
述
べ
、

の
二
つ
の
文
書
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
次
の
よ
う
な
日
本
の
地
域
的
役
割
分
担
論
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
、
煩
些
を
厭
わ
ず
述
べ
れ
ば
、
共
同
声
明
は
、
第
四
項
で
、

「
韓
国
の
安
全
は
日
本
自
身
の
安
全
に
と
っ
て
緊
要
（
の
⑩
の
①
貝
巨
）
で
あ
る
。
」

「
台
湾
地
域
に
お
け
る
平
和
と
安
全
の
維
持
も
日
本
の
安
全
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
（
百
℃
貝
薗
貝
）
な
要
素
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
、
総
理
大
臣
の
認
識
を
示
す
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
第
七
項
で
は
、

「
総
理
大
臣
と
大
統
領
は
、
施
政
権
返
還
に
あ
た
っ
て
は
、
日
米
安
保
条
約
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
取
り
決
め
が
変
更
な
し
に
沖
縄

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
見
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
総
理
大
臣
は
、
日
本
の
安
全
は
極
東
に
お
け
る
平
和
と
安
全
な
く
し

て
は
十
分
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
極
東
の
諸
国
の
安
全
は
日
本
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
の
日
本
政
府

の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
。
」

「
沖
縄
の
施
政
権
返
還
は
、

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
」

と
し
、
同
時
に
、

こ
れ
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
同
じ
日
に
佐
藤
首
相
が
行
っ
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
は
、
次
の

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
〈
二
（
河
野
）

一一一

曰
本
を
含
む
極
東
の
諸
国
の
防
衛
の
た
め
に
米
国
が
負
っ
て
い
る
国
際
義
務
の
効
果
的
遂
行
の
妨
げ
と
な
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従
来
、
首
脳
会
談
で
合
意
さ
れ
た
共
同
声
明
が
、
日
本
の
安
全
保
障
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
国
名
、
な
い
し
、

地
域
名
を
列
挙
し
て
規
定
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
六
九
年
の
共
同
声
明
と
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
日
本
が

極
東
の
安
全
保
障
に
関
す
る
地
域
的
役
割
分
担
を
積
極
的
に
担
う
こ
と
の
意
思
表
示
、
と
受
け
取
ら
れ
た
。
こ
れ
が
当
時
の
野
党
・
社
会

党
か
ら
の
強
い
批
判
を
生
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
は
言
え
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
韓
国
条
項
」
と
「
台
湾
条
項
」
が
施
政
権
返
還
に
伴
う
日
本
の
地
域
的
役
割
分
担
を
示
す
文
言
だ

っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
共
同
声
明
後
に
日
本
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
活
動
を
行
う
か
、
に
つ
い
て
の
政
策
決
定
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
み
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
会
談
の
合
意
が
、
当
時
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
地
位
的
役
割
分
担
を
想
定
し
た
の
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
に
な
る
と
、
施
政
権
返
還
を
め
ぐ
る
一
九
六
九
年
の
合
意
に
つ
い
て
、
よ
り
長
期
的
な
立
場
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
意

た
こ
と
に
な
る
。 法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

四

よ
う
に
具
は
咄
的
な
日
米
政
府
間
の
合
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

「
特
に
韓
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
わ
が
国
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ

り
ま
す
。
従
っ
て
、
万
一
、
韓
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
米
軍
が
日
本
国
内
の
施
設
、
区
域
を
戦
闘
作

戦
一
口
動
の
発
進
基
地
と
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識

（
３
）
 

に
立
っ
て
、
事
前
協
議
に
対
し
前
向
き
に
か
つ
す
み
や
か
に
態
度
を
決
定
す
る
方
針
で
あ
り
ま
す
。
」

つ
ま
り
、
共
同
声
明
と
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
を
併
せ
て
読
む
限
り
、
一
九
六
○
年
の
安
全
保
障
叩
条
約
改
定
の
際
に
導
入
さ
れ

た
事
前
協
議
制
度
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
朝
鮮
半
島
有
事
の
際
に
は
、
日
本
政
府
が
従
来
よ
り
も
柔
軟
な
立
場
で
臨
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
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味
を
捉
え
返
そ
う
と
す
る
立
場
が
現
れ
始
め
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
政
治
的
論
議
、
及
び
政
党
間
対
立
軸
に
沿
っ
た
議
論
か
ら
は
ひ
と
ま

ず
離
れ
て
、
共
同
声
明
が
表
明
し
た
日
本
の
立
場
を
吟
味
し
、
こ
れ
を
日
本
外
交
に
お
け
る
安
全
保
障
政
策
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
よ

し
か
し
、
当
事
者
で
あ
る
韓
国
政
府
、
台
湾
政
府
の
認
識
、
行
動
、
役
割
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
と

は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
韓
国
、
台
湾
の
両
国
政
府
が
沖
縄
の
施
政
権
返
還
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
き
た
の

か
、
そ
の
背
後
に
は
、
両
国
政
府
の
ど
の
よ
う
な
危
機
認
識
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
殆
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
両
国
政
府
は
返
還
交
渉
の
進
展
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
安
全
保
障
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
働
き
か
け
を
行
っ
た
。
そ
の
対
象
は
日
米
両
国
政
府
で
あ
っ
た
が
、
働
き
か
け
の
内
容
は
、
総
じ
て
沖
縄
の
米
軍
基
地
機
能
が
施
政
権

返
還
に
よ
っ
て
低
下
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。
と
り
わ
け
、
韓
国
政
府
の
立
場
は
、
よ
り
具
体

的
に
沖
縄
基
地
の
核
機
能
の
低
下
に
強
く
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
う
し
た
諸
国
の
立
場
に
無
関
心

で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
実
際
、
返
還
交
渉
大
詰
め
の
六
九
年
二
月
、
交
渉
の
実
質
的
担
当
者
で
あ
っ
た
Ｒ
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
（
四
号
‐

四
己
伊
・
の
ロ
の
こ
の
『
）
公
使
が
、
日
米
共
同
声
明
と
日
本
の
地
域
的
役
割
分
担
に
関
し
、
台
北
と
ソ
ウ
ル
を
訪
問
し
、
両
国
政
府
の
返
還
交

沖
繩
返
還
と
地
域
的
待
薊
分
担
論
二
）
（
河
野
）

五

そ
の
一
つ
が
、
「
韓
国
条
項
」
、
「
台
湾
条
項
」
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
安
全
保
障
政
策
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
か

（
４
）
 

け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
条
項
と
日
米
安
全
保
障
条
約
の
第
六
条
と
の
関
連
に
注
目
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
佐
藤
・
ニ
ク
ソ

ン
共
同
声
明
の
「
韓
国
条
項
」
、
「
台
湾
条
項
」
に
つ
い
て
は
、
日
米
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
の
中
で
既
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
条
項
を
共
同
声
明
で
掲
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
日
米
両
国
政
府
の
ど
ち
ら
が
積
極
的
で
あ
っ
た
か
、
を
め
ぐ
っ
て
は
、
複
数
の
関
係
者
の

う
と
す
る
研
究
動
向
が
生
じ
て
い
る
。

（
５
）
 

や
や
異
な
る
証
一
一
ロ
が
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
当
事
者
で
あ
る
韓
国
政
【
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一ハ
（
６
）
 

渉
に
対
す
る
協
力
と
支
持
を
確
認
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
施
政
権
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
両
国
政
府
の
危
機
認
識
は
、
韓
国
、
台
湾
両
国
政
府
の
危
機
認
識
と
は
、
明
ら
か
に
異

な
る
位
相
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
、
日
米
両
国
政
府
内
の
政
策
決
定
過
程
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
、
韓
国
、
台
湾
両
国
政
府
が
果
た
し
た
役
割
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
沖
縄
返
還
問
題
を
よ
り
広
い
地
域
的
秩
序
の
な
か
で

再
検
討
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
心
に
基
づ
い
て
本
稿
で
は
、
既
に
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
六
○
年
代
末
の
冷
戦
環
境
の
も
と
に
あ

っ
て
、
同
じ
西
側
陣
営
に
位
置
す
る
曰
、
米
、
韓
国
、
台
湾
の
各
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
安
全
保
障
に
関
す
る
危
機
認
識
を
背
景
と
し

て
交
渉
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
冷
戦
史
に
関
す
る
一
つ
の
切
り
口
を
示
し
た
い
。

さ
ら
に
、
本
稿
の
問
い
か
け
は
最
終
的
に
は
施
政
権
返
還
問
題
を
戦
後
日
本
外
交
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
課

題
に
結
び
つ
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
一
九
六
○
年
代
後
半
の
国
際
環
墳
５
中
で
、
日
本
外
交
は
日
米
安
全
保
障
条
約
の

延
長
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
へ
の
加
盟
と
関
連
す
る
核
保
有
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
に
直
面
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
外
交
課
題
は
沖
縄
Ｆ
施
政
権
返
還
と

密
接
に
関
連
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
第
二
章
参
照
）
。
言
い
か
え
れ
ば
沖
縄
問
題
を
焦
点
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
め
ぐ
る
日
本
外

交
の
基
本
的
方
向
性
が
模
索
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
本
稿
は
、
日
本
外
交
史
の
な
か
の
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て

沖
縄
問
題
を
軸
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

第
一
章
施
政
権
返
還
論
の
提
起
を
め
ぐ
っ
て

第
一
節
佐
藤
訪
米
二
九
六
五
年
一
月
）
を
前
に
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第
一
章
で
は
、
ま
ず
沖
縄
の
施
政
権
返
還
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
日
米
政
府
間
の
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
載
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

検
討
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
施
政
権
返
還
問
題
が
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
載
る
こ
と
自
体
、
一
つ
の
政
策
転
換
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
し

て
お
く
べ
き
点
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
岸
内
閣
末
期
か
ら
池
田
内
閣
期
に
か
け
て
、
つ
ま
り
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
四
年
に
か
け
て
の

日
本
政
府
は
、
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
、
あ
え
て
施
政
権
返
還
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
住
民
の
生
活
水
準
向
上
と
政
治
的
自
治
拡
大
を
求
め

る
こ
と
で
、
住
民
の
黙
認
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
政
府
間
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
核

（
１
）
 

配
備
計
画
と
沖
縄
へ
の
核
兵
器
導
入
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
点
を
考
え
る
と
、
佐
藤
首
相
が
、
施
政
権
返
還
の
対
米
要
求
を
い
つ
決
意
し
た
か
、
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
重
要
な
問
い

（
２
）
 

で
あ
っ
て
、
既
に
い
く
つ
か
の
研
究
で
論
じ
雲
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
決
定
的
な
見
解
は
ま
だ
な
い
。

同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
お
け
る
返
還
論
の
提
起
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
レ
ポ

ー
ト
」
（
虞
○
口
『
ご
ｐ
ご
ロ
②
国
尉
の
⑪
豐
）
の
画
期
性
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
態
は
依
然
と
し
て
解
明
さ
れ
尽
し
て
は
い
な

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
日
米
両
国
の
政
府
内
で
、
施
政
権
返
還
が
ど
の
よ
う
に
し
て
注
目
さ
れ
、
交
渉
の
議
題
と
し

て
浮
上
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
従
来
、
施
政
権
返
還
に
つ
い
て
は
、
政
府
間
の
正
式
交
渉
（
一
九

六
九
年
五
月
か
ら
開
始
）
に
関
す
る
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
会
談
（
’
九
六
九
年
二
月
）
と
核

（
４
）
 

抜
き
返
還
を
め
ぐ
る
密
約
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
佐
藤
内
閣
期
の
一
別
半
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン

（
５
）
 

政
権
期
の
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
少
な
い
。

と
こ
ろ
で
従
来
、
殆
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
が
示
す
通
り
、
一
九
六
九
年
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
合
意
に
先

沖
繩
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
（
河
野
）

七

（
３
）
 

い
の
で
あ
る
。
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八

立
っ
て
、
’
九
六
四
年
末
か
ら
す
で
に
日
米
両
国
政
府
は
沖
縄
・
小
笠
原
問
題
に
つ
い
て
相
互
の
立
場
を
探
り
始
め
て
い
た
。
沖
縄
・
小

笠
原
問
題
に
対
し
「
施
政
権
返
還
」
と
い
う
一
々
法
で
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
を
最
初
に
示
し
た
の
は
、
間
違
い
な
く
日
本
政
府
で
あ
っ

た
。
一
九
六
四
年
末
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
は
当
初
、
極
め
て
硬
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
六
五
年
夏
頃

か
ら
六
六
年
に
か
け
て
、
予
想
外
の
早
い
展
開
で
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
政
策
的
環
境
が
変
化
す
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
極
秘
で
琉
球
問

題
を
検
討
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
幻
冒
国
巨
の
言
・
烏
言
い
の
８
巨
己
）
を
立
ち
上
げ
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
両
国
政
府
内
、
及
び
、
政
府
間
で
展
開
さ
れ
た
政
策
決
定
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
い
。
と
り
わ
け
本

稿
の
関
心
は
、
日
本
政
府
の
意
思
表
示
の
一
々
法
、
そ
の
際
に
考
慮
さ
れ
た
基
地
機
能
に
関
す
る
選
択
肢
、
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
れ
に
直

面
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
の
沖
縄
構
想
と
対
日
政
策
形
成
に
も
目
を
配
り
た
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
際
、
施
政
権
返
還
に
当
た
っ
て
日
米

両
国
政
府
が
、
日
本
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
地
域
的
役
割
分
担
を
想
定
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
払
う
こ
と
と
す
る
。
同
時

に
、
一
九
六
四
年
秋
、
中
国
核
実
験
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
情
勢
の
帰
趨
が
、
沖
縄
基
地
の
機
能
に
関
す
る
日
米
両
国
政
府
の

認
識
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
、
と
い
う
点
に
も
配
慮
し
た
い
。
つ
ま
り
先
に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
は
、
沖
縄
施
政
権
返
還
問
題
を
め

ぐ
る
政
治
過
程
を
通
し
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
冷
戦
変
容
と
多
極
化
の
萌
芽
の
現
れ
方
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

こ
の
試
み
は
、
冷
戦
史
に
お
け
る
沖
縄
返
還
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
佐
藤
首
相
の
第
一
回
訪
米
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
前
提
と
な
る
の
は
、
日
本
政
府
が
池
田
内
閣
期
の
沖
縄
に
関
す
る

取
り
組
み
か
ら
明
確
な
変
化
を
見
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
佐
藤
栄
作
は
、
一
九
六
四
年
夏
の
自
民
党
総
裁
選
挙
に
出
馬
す
る
際
に
、
施
政
権
返
還
を
一
つ
の
課
題
と
し
て
掲
げ
て

周
知
の
通
り
、
佐
奉

い
た
。
そ
の
表
現
は
、
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（
６
）
 

す
る
』
曰
確
認
し
た
。
」

こ
の
部
分
を
読
む
と
、
一
九
六
一
年
二
月
の
首
脳
会
談
で
、
沖
縄
問
題
は
施
政
権
の
問
題
と
し
て
、
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ア
メ
リ

カ
に
よ
る
統
治
を
前
提
と
し
た
上
で
、
日
本
へ
の
施
政
権
返
還
を
争
点
と
す
る
こ
と
な
く
、
住
民
の
安
寧
と
福
祉
を
増
進
す
る
方
向
で
、

取
り
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
五
九
年
の
岸
内
閣
期
以
降
の
日
本
政
府
の
方
針
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
共
同
声
明
（
一
九
六
五
年
一
月
）
の
第
二
項
は
次
の
よ
う
な
文
言
に
な
っ
て
い
た
。

「
大
統
領
と
総
理
大
臣
は
、
琉
球
及
び
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
米
国
の
軍
事
施
設
が
極
東
の
安
全
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め

た
。
総
理
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の
諸
島
の
施
政
権
が
で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
日
本
に
返
還
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
望
を
表
明
し
、
さ
ら
に
、

（
７
）
 

琉
球
諸
島
の
住
民
の
自
治
の
拡
大
及
び
福
祉
の
一
層
の
向
上
に
対
し
て
深
い
関
心
を
表
明
し
た
。
」

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

九

「
首
相
に
な
っ
た
ら
、
訪
米
し
て
、
正
面
か
ら
施
政
権
返
還
を
要
求
す
る
。
」

と
な
っ
て
お
り
、
返
還
に
つ
い
て
の
強
い
意
欲
が
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
、
佐
藤
の
ブ
レ
ー
ン
集
団
で
あ
る
ｓ
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

予
め
確
認
し
て
お
く
と
、
首
相
に
就
任
し
て
最
初
の
訪
米
で
佐
藤
は
確
か
に
施
政
権
返
還
に
触
れ
て
い
た
。
そ
の
証
左
は
、
池
田
・
ケ

ネ
デ
ィ
共
同
声
明
（
一
九
六
一
年
二
月
）
と
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
共
同
声
明
（
一
九
六
五
年
一
月
）
の
沖
縄
に
関
す
る
言
及
を
比
較
す

る
こ
と
で
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
共
同
声
明
は
、
最
後
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
大
統
領
と
総
理
大
臣
は
、
米
国
の
施
政
下
に
あ
る
が
、
同
時
に
日
本
が
潜
在
主
権
を
保
有
す
る
琉
球
お
よ
び
小
笠
原
諸
島
に
関
連
す

る
諸
事
項
に
関
し
、
意
見
を
交
換
し
た
。
大
統
領
は
米
国
が
琉
球
住
民
の
安
寧
と
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
一
層
の
努
力
を
払
う
旨
確
認
し
、

さ
ら
に
、
こ
の
努
力
に
対
す
る
日
本
の
協
力
を
歓
迎
す
る
旨
述
べ
た
。
総
理
大
臣
は
、
日
本
が
こ
の
目
的
の
た
め
米
国
と
引
き
続
き
協
力
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と
述
べ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
大
統
領
の
願
望
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
総
じ
て
六
五
年
の
共
同
声
明
は
日
本
政
府
の
施
政
権
返
還
へ
の
願
望
に
言
及
し
て
い
た
と
は
言
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
ア
メ
リ

カ
政
府
の
合
意
が
得
ら
れ
た
、
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
一
回
の
佐
藤
訪
米
で
、
沖
縄
問
題
が
ど
の
よ
う
に
話
し
合
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
合
意
が
形
成
さ
れ

た
の
か
、
を
考
察
し
よ
う
。
一
九
六
四
年
夏
の
自
民
党
総
裁
選
に
は
敗
れ
た
も
の
の
、
池
田
首
絹
お
病
気
に
よ
る
退
陣
に
伴
っ
て
佐
藤
は

同
年
二
月
に
首
相
に
就
任
し
た
。
そ
の
直
後
の
動
き
を
追
っ
て
み
た
い
。

佐
藤
首
相
が
訪
米
の
意
欲
を
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
〈
目
三
日
。
”
：
。
百
口
の
『
）
大
使
に
伝
え
た
の
は
首
相
就
任
の
翌
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
９
）
 

’
一
月
一
○
日
の
園
遊
会
で
、
佐
藤
首
相
か
ら
一
フ
イ
シ
ャ
ワ
ー
・
ア
メ
リ
カ
大
使
に
向
け
て
、
訪
米
の
希
望
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
先
立
っ
て
二
月
三
日
に
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
再
選
が
決
定
し
て
い
た
。
佐
藤
の
訪
米
希
望
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
再
選
を
踏
ま
え

て
、
日
本
か
ら
の
要
望
を
大
統
領
に
直
接
に
伝
え
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
８
）
 

待
望
Ｉ
し
て
い
る
。
」

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
○

つ
ま
り
、
一
九
六
一
年
の
共
同
声
明
と
比
較
す
る
限
り
、
六
五
年
の
共
同
声
明
は
、
日
本
政
府
が
施
政
権
返
還
を
望
ん
で
い
る
、
と
い

う
事
実
を
明
記
し
た
点
で
、
従
来
の
立
場
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
共
同
声
明
が
言
及
し
た
「
施
政
権
返
還
」
の
扱
い
方
に
は
明
白
な
ア
メ
リ
カ
側
の
留
保
が
示
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
は
、
佐
藤
首
相
の
一
方
的
希
望
を
述
べ
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
続
い
て
、

「
大
峰
延
領
は
、
施
政
権
返
還
に
対
す
る
日
本
政
府
及
び
国
民
の
願
望
に
対
し
て
理
解
を
示
し
（
中
略
）
、
こ
の
願
望
の
実
現
を
許
す
日
を
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と
こ
ろ
で
、
訪
米
前
の
時
点
で
既
に
佐
藤
首
相
は
、
沖
縄
問
題
に
対
す
る
彼
自
身
の
強
い
関
心
を
周
辺
に
伝
え
て
い
た
。
そ
の
一
例
は
、

訪
米
前
の
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。
翌
一
二
月
に
入
り
、
佐
藤
首
相
は
、
新
任
の
臼
井
荘
一
総
理
府
総
務
長
官
を
交
え
て
、
沖
縄
の
ア

ル
パ
ー
ト
・
ワ
ト
ソ
ン
（
口
・
の
目
の
３
－
シ
｝
す
の
『
（
三
四
扇
・
ロ
』
冑
）
高
等
弁
務
官
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
に
会
っ
て
い
る
。
｜
四
日
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
時
、
佐
藤
首
相
は
沖
縄
訪
問
計
画
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
首
相
の
沖
縄
訪
問
は
、
戦
後
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
会
談
に
は
橋
本
登
美
三
郎
官
房
長
官
な
ど
が
同
席
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
、
佐
藤
は
沖
縄
訪
問
計
画
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
公
表
し
な
い

（
川
）

よ
う
に
周
辺
に
念
を
押
し
て
い
た
。

訪
米
の
日
程
が
一
月
に
決
ま
る
と
首
脳
会
談
を
控
え
た
佐
藤
首
相
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
と
の
間
で
予
備
的
な
意
見
交
換
を
行
っ
て

い
る
。
’
二
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
見
交
換
で
は
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
日
本
側
の
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お

り
、
佐
藤
首
相
が
日
本
の
核
武
装
可
能
性
を
示
唆
し
た
の
は
、
こ
の
意
見
交
換
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
佐
藤
首
相
は
、
沖

縄
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
打
診
を
行
っ
て
い
た
。

ま
ず
、
’
二
月
二
九
日
付
け
の
日
本
政
府
「
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
」
（
「
琉
球
・
小
笠
原
に
関
す
る
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
」
）

（
、
）

を
見
よ
う
。
こ
れ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
大
使
館
か
ら
国
務
省
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
も
の
が
同
時
に
篁
泉
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に

も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
首
脳
会
談
の
予
定
議
題
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
キ
ン

グ
・
ペ
ー
パ
ー
本
文
は
二
ペ
ー
ジ
の
簡
潔
な
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
明
ら
か
に
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
前
政
権
と
は
異
な
る
志

向
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
長
文
二
八
ペ
ー
ジ
）
の
付
属
文
書
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
点

は
、
本
文
の
冒
頭
部
分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
沖
縄
問
題
に
関
す
る
八
項
目
の
予
定
議
題
の
な
か
で
、
冒
頭
に
置
か
れ
た
第
一
項
目
に
は

「
住
民
が
自
治
拡
大
、
政
治
的
社
会
的
自
由
に
加
え
て
、
施
政
権
の
日
本
へ
の
返
還
を
望
ん
で
お
り
、
日
本
本
土
で
も
琉
球
問
題
へ
の
関

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

’
一
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心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
」
と
の
文
言
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

続
く
第
二
項
目
が
「
自
治
拡
大
と
人
権
の
保
障
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
の
意
味
は
、
施
政

権
返
還
を
、
従
来
の
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
「
自
治
拡
大
」
路
線
と
は
異
な
る
方
針
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
に
印
象
付
け
よ
う
と
す
る

処
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
ト
ー
キ
ン
グ
・
ぺ
１
パ
ー
は
、
佐
藤
首
相
の
沖
縄
に
対
す
る
立
場
が
、
従
来
の
日
本
政
府
の
方
針
と
は
一

線
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
自
治
拡
大
に
留
ま
る
こ
と
な
く
施
政
権
の
日
本
へ
の
返
還
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

の
構
成
は
、

１
、
序

８
、
結
論

６
、
そ
の
他
の
改
善
す
べ
き
事
項

７
、
小
笠
原
問
題

５
、
経
済
援
助
の
増
進

２
、
施
政
権
の
日
本
へ
の
返
還

３
、
自
治
拡
大
と
人
権
の
保
障

４
、
日
米
両
国
政
府
の
協
力
増
進
ｌ
琉
球
問
題
に
関
す
る
日
米
協
議
委
員
会
の
拡
充

ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
の
付
属
文
替
は
「
琉
球
・
小
笠
原
問
題
」
と
題
さ
れ
、
さ
ら
に
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
付
属
文
書

〈
胆
）

栂
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
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で
は
、
東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
は
、
こ
の
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
イ
シ

ャ
ワ
ー
大
使
の
同
日
付
け
ワ
シ
ン
ト
ン
宛
電
報
に
よ
る
と
、
大
使
は
佐
藤
首
相
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
慎
重
な
助
言
を
伝
え
て
い
た
。

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
佐
藤
首
相
に
対
し
、
先
に
見
た
「
琉
球
・
小
笠
原
に
関
す
る
ト
ー
キ
ン
グ
・
ぺ
ｌ
パ
ー
」
が
、
あ
ま
り
に
多

岐
に
わ
た
る
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
際
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
短
い
訪
米
日
程
で
、
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い

て
意
味
の
あ
る
議
論
を
し
、
結
論
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。
従
っ
て
、
佐
藤
首
相
に
対
す
る
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
助
言

（
凪
）

は
、
琉
球
・
小
笠
原
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
米
協
議
委
員
会
の
権
限
拡
大
と
い
う
単
一
の
テ
ー
マ
に
限
定
し
た
方
が
よ
い
し
、
そ
れ
以
外

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

’一一一

と
こ
ろ
で
、
こ
の
付
属
文
書
の
結
論
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
結
論
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
極
東
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る
為
に
、
現
状
の
基
地
機
能
を
維
持
し
つ
つ
、
住
民
の
復
帰
要
求
と
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
統
治
と
の
調

和
を
図
る
こ
と
が
日
本
政
府
の
最
低
限
の
要
求
で
あ
る
。
（
中
略
）
日
本
政
府
は
、
琉
球
問
題
に
関
し
日
米
間
の
協
調
的
関
係
が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
」

つ
ま
り
、
日
本
政
府
は
、
施
政
権
返
還
へ
の
意
欲
を
示
す
際
に
、
沖
縄
の
基
地
機
能
に
関
し
十
分
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
も
強
調
し

以
上
の
八
項
目
の
構
成
を
み
る
と
、
本
文
の
趣
旨
と
同
様
に
、
付
属
文
書
は
第
二
項
と
第
三
項
と
を
区
別
し
て
お
り
、
こ
こ
で
第
二
項

の
施
政
権
返
還
を
自
治
拡
大
よ
り
も
高
い
優
先
順
位
に
置
く
、
と
い
う
日
本
政
府
の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
加
え
て
、
第

二
項
は
、
琉
球
住
民
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
世
論
が
施
政
権
返
還
を
強
く
要
望
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
政

府
も
又
、
究
極
的
な
返
還
の
意
図
を
表
明
し
て
い
る
、
と
し
、
日
本
政
府
が
可
能
な
限
り
早
期
に
返
還
が
実
現
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い

る
、
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
付
属
文
》

て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
雷
杢
泉
の
一
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の
提
一
言
は
日
米
協
議
委
員
会
の
権
限
拡
大
に
つ
い
て
合
意
が
得
ら
れ
た
後
で
議
論
し
た
方
が
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
助
言

に
対
し
て
佐
藤
首
相
は
、
小
笠
原
の
墓
参
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
話
題
に
し
た
い
、
と
述
べ
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
国

（
Ｍ
）
 

務
省
で
検
討
し
た
い
、
と
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
佐
藤
首
相
は
、
首
脳
〈
云
談
の
主
要
議
題
は
防
衛
問
題
で
あ
り
、
核
兵
器
に
関
す
る

（
鳩
）

問
題
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
述
べ
て
彼
を
驚
か
せ
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
話
に
続
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
が
池
田
内
閣
期
以
来
、
沖
縄
問
題
に
は
強
い
関
心
を
寄
せ
て
き
た
こ
と
か
ら
み
て
、
彼
は
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ

ー
の
内
容
が
施
政
権
回
復
要
求
を
第
一
項
目
に
挙
げ
て
い
る
こ
と
の
含
意
と
、
そ
れ
が
従
来
の
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
す

も
の
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
政
府
上
層
部

に
は
必
ず
し
も
十
分
な
準
備
が
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
佐
藤
に
対
し
て
以
上
の
助
言
を
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
翌
日
、
日
本
側
は
外
務
省
と
総
理
府
が
中
心
と
な
っ
て
、
琉
球
・
小
笠
原
に
関
す
る
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
の
内

（
旧
）

容
に
つ
い
て
、
大
使
館
に
向
け
て
追
加
説
明
を
行
っ
て
い
た
。
外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
と
総
理
府
特
別
地
域
連
絡
局
に
よ
る
補
足
的
な
説
明

は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
竹
内
外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
長
は
、
佐
藤
訪
米
で
は
琉
球
・
小
笠
原
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
》
憧
極
的
で
前
向
き
な
行
動
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
加
え
て
山
野
幸
吉
総
理
府
特
連
局
長
に
よ
れ
ば
、
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
山
野
局
長
と
総
理
府
ス
タ

ッ
フ
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
池
田
内
閣
期
の
対
米
要
求
と
は
次
の
よ
う
な
意
味
で
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

山
野
局
長
は
、
池
田
内
閣
期
に
は
沖
縄
返
還
と
、
そ
の
準
備
と
し
て
の
自
治
拡
大
が
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
佐
藤
内
閣
の

沖
縄
艤
霜
悴
は
、
次
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
た
。
彼
に
よ
る
と
、
佐
藤
首
相
は
極
東
の
安
全
保
障
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

沖
縄
の
米
軍
基
地
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
従
っ
て
施
政
権
返
還
要
求
は
、
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
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翌
一
九
六
五
年
一
月
に
は
日
米
双
方
で
訪
米
準
備
が
具
体
化
す
る
。
一
月
七
日
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
大
使
館
が
佐
藤
訪
米
の
予
定

議
題
に
つ
い
て
、
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
を
作
成
、
国
務
省
に
こ
れ
を
伝
え
て
い
た
。
日
本
大
使
館
作
成
の
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
の
内

（
旧
）

容
を
み
よ
う
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
の
メ
モ
ワ
ー
ル
は
必
ず
し
も
沖
縄
問
題
を
重
視
し
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
外

務
省
事
務
レ
ベ
ル
が
ま
と
め
た
一
月
七
日
付
メ
モ
ワ
ー
ル
で
は
、
中
国
問
題
を
筆
頭
に
五
項
目
の
議
題
が
列
挙
さ
れ
、
琉
球
・
小
笠
原
問

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

一
五

以
上
の
よ
う
な
山
野
局
長
の
説
明
は
、
佐
藤
首
相
の
沖
縄
に
対
す
る
意
欲
が
日
米
関
係
の
強
化
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
強

（
Ⅳ
）
 

調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
一
一
一
旨
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
経
過
を
整
理
す
る
と
、
確
か
に
佐
藤
首
相
は
就
任
直
後
か
ら
訪
米
の
意
欲
を
持
っ
て
お
り
、
訪
米
に
向
け
た
準
備
の
な
か
で

は
、
日
本
が
沖
縄
の
米
軍
基
地
が
持
つ
極
東
の
安
全
保
障
に
対
す
る
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
政

府
に
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
佐
藤
の
取
り
組
み
は
、
こ
の
認
識
を
前
提
と
し
て
、
施
政
権
の
日
本
へ
の
返
還
を
求
め
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
佐
藤
首
相
は
、
こ
の
意
欲
と
認
識
を
事
前
に
国
務
省
と
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
向
け
て
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
佐
藤
の
意
欲
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
、
そ
の
結
果
、
首
脳
会
談
で
は
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が

展
開
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

っ
て
、
沖
縄
基
地
使
用
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
最
大
限
の
便
宜
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
日
米
琉
の
間
の
障
害

を
軽
減
す
る
方
法
を
模
索
し
た
い
。
戦
後
、
朝
鮮
半
島
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
な
ど
を
め
ぐ
り
、
今
ほ
ど
日
米
間
の
協
力
が
必
要
な
時
期
は
な

い
。

第
二
節
訪
米
準
備
と
首
脳
会
談
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題
は
、
そ
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
メ
モ
ワ
ー
ル
に
は
「
日
本
へ
の
施
政
権
返
還
」
と
い
う
文
言
は
な

く
、
琉
球
住
民
の
福
祉
増
進
と
自
治
拡
大
に
対
す
る
首
相
の
強
い
関
心
が
述
べ
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
岸
内
閣
末
期
以
来

の
日
本
政
府
の
方
針
を
踏
襲
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
’
二
月
末
の
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
が
、
従
来
の
線
か
ら
一
歩
踏
み

出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
実
際
に
外
務
省
か
ら
国
務
省
へ
伝
え
ら
れ
た
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
は
、
や
や
後
退
し
た
内
容

に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
山
野
局
長
の
説
明
通
り
、
一
二
月
の
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
が
総
理
府
作
成
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
と
、
外
務
省
の
判
断
と
の
間
に
は
相
当
の
落
差
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
一
連
の
経
緯
か
ら
み
る
と
、
日
本
側
が
一
九
五
九
年
以
降
の
沖
縄
に
関
す
る
態
度
を
変
更
し
、
施
政
権
返
還
に
軸
足
を
移
す
意
思

表
示
を
試
み
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
訪
米
鬮
直
前
の
準
備
作
業
の
な
か
で
は
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
大
統
領
レ
ベ
ル
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
解
る
。
因
み
に
、
日
本
大
使
館
作
成
の
一
月
七
日
付
け
の
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
が
列
挙
し
た
首
脳
会
談
の
予
定
議
題
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
佐
藤
訪
米
を
前
に
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
策
決
定
者
達
は
、
事
態
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
頃
、
国

５
、
琉
球
・
小
笠
原
問
題

４ 
， 

１
、
共
産
中
国
問
題

２
、
壺
杢
用
ア
ジ
ア
お
よ
び
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
間
》
題

３
、
曰
葦
周
系

日
韓
関
係

経
済
問
題
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こ
の
国
務
省
の
対
日
観
、
つ
ま
り
、
沖
縄
の
現
状
維
持
が
日
本
に
と
っ
て
利
益
で
あ
る
こ
と
を
日
本
政
府
が
熟
知
し
て
い
る
、
と
い
う

対
日
観
か
ら
は
、
日
本
政
府
に
よ
る
施
政
権
返
還
要
求
の
論
理
は
出
て
く
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
国
務
省
極
東
局
の
立
場
は
、
従
っ
て
、

基
本
的
な
問
題
は
、
琉
球
の
米
軍
基
地
を
ほ
ぼ
無
期
限
に
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
点
で
日
米
両
国
政
府
は
見
解
を
共
有
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
、
と
し
、
我
々
は
、
こ
の
線
に
沿
っ
て
日
本
政
府
と
の
協
力
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
琉
球
の
自
治
拡
大

と
経
済
的
福
祉
の
増
進
の
必
要
性
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
極
東
局
の
認
識
こ
そ
は
、
岸
内
閣
末
期
か
ら
池

田
内
閣
期
に
か
け
て
の
沖
縄
問
題
を
規
定
す
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
同
時
に
、
｝
」
の
内
容
を
見
る
限
り
、
国

務
省
極
東
局
の
事
務
レ
ベ
ル
は
、
佐
藤
訪
米
を
前
に
日
本
政
府
内
部
に
生
じ
て
い
た
微
妙
な
変
化
に
つ
い
て
、
大
統
領
へ
伝
え
る
こ
と
を

（
四
）

蠕
踏
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
（
河
野
）

’
七

務
省
は
大
統
領
向
け
に
佐
藤
訪
米
に
関
す
る
幾
つ
か
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
を
起
草
し
て
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
予
定
議
題
別
に
作
成
さ
れ
た
ペ
ー
パ
ー
の
な
か
で
、
一
月
七
日
付
の
、
琉
球
諸
島
に
関
す
る
ペ
ー
パ
ー
は
、
国
務
省
極
東

局
事
務
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
た
。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
が
対
日
平
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
琉
球
に
対
す
る
施
政
権
を
獲
得
し
、
他
方
で
日
本
政
府
が
同
地
域
に
対
す
る
潜

在
主
権
を
有
す
る
、
と
の
背
景
説
明
の
後
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
は
、
日
本
と
琉
球
と
に
お
け
る
復
帰
要
求
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の

よ
う
な
認
識
を
明
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
政
府
が
現
実
的
認
識
に
基
づ
い
て
琉
球
に
お
け
る
米
軍
基
地
と
核
抑
止
力
か
ら

得
ら
れ
る
日
本
の
利
益
を
理
解
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
政
府
は
、
沖
縄
の
ア
メ
リ
カ
統
治
が
基
地
機
能
の

維
持
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
可
そ
の
基
地
機
能
は
日
本
の
安
全
保
障
上
、
有
益
で
あ
る
、
と
い
う
現
実
的
認
識
を
持
っ
て
い
る
、
と
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
琉
球
・
小
笠
原
問
題
の
優
先
順
位
は
高
く
な
か
っ
た
し
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
佐
藤
首
相
が
提
起
す
る
と
想
定
さ

れ
た
立
場
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
佐
藤
首
相
は
、
日
米
協
議
委
員
会
の
権
限
拡
大
を
提
案
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
琉
球
に
対
す
る
経
済
援
助
だ
け
で
な
く
、
琉

球
の
自
治
、
社
会
保
障
な
ど
住
民
の
福
祉
に
関
す
る
問
題
、
小
笠
原
の
旧
島
民
の
墓
参
問
題
が
含
ま
れ
よ
う
。
」

つ
ま
り
、
国
務
省
か
ら
大
統
領
宛
の
提
言
で
は
、
佐
藤
首
相
の
問
題
提
起
は
、
日
本
政
府
の
従
来
か
ら
の
立
場
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
八

と
こ
ろ
で
首
脳
会
談
に
先
立
ち
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
と
は
別
に
国
務
省
か
ら
大
統
領
向
け
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
が
用
意
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
首
脳
会
談
で
大
統
領
が
提
起
す
べ
き
議
題
、
佐
藤
首
相
が
提
起
す
る
と
予
想
さ
れ
る
議
題
を
列
挙
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
た
。

ま
ず
、
大
統
領
が
提
起
す
べ
き
議
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、

で
あ
っ
た
。
次
に
佐
藤

ｌ
、
日
米
経
済
問
題

２
、
第
４
回
日
米
経

３
、
琉
球
・
小
笠
原

４
、
日
本
の
核
計
画

ま
ず
、
大
統
領
が
提

１
、
共
産
中
国
問
題

３
、
日
韓
関
係

２
、
声
杢
閏
ア
ジ
ア
お
よ
び
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
問
題

第
４
回
日
米
経
済
合
同
閣
僚
会
議

琉
球
・
小
笠
原
問
題

次
に
佐
藤
首
相
が
提
起
す
る
と
予
想
さ
れ
た
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
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り
、
従
っ
て
、
佐
藤
首
相
が
施
政
権
返
還
に
言
及
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
予
想
さ
れ
る
佐
藤
の
問
題
提
起
に
対
し
て
大
統
領
は
次
の
よ
う
に
応
じ
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
た
。

「
日
米
協
議
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
に
伴
う
責
任
と
政
策
決
定
能
力
に
変
更
が
な
く
、
協
議
委
員
会
で
の

議
論
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
れ
ば
、
拡
大
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
小
笠
原
の
島
民
墓
参
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
受
け
入

れ
て
お
り
、
東
京
で
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
が
詳
細
を
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
大
統
領
向
け
に
作
成
さ
れ
た
琉
球
・
小
笠
原
に
関
す
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
の
基
調
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ

（
釦
）

る
施
政
権
行
使
に
つ
い
て
の
現
状
変
更
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
実
際
の
訪
米
で
行
わ
れ
た
佐
藤
首
相
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
会
談
内
容
、
佐
藤
首
相
と
ラ
ス
ク
（
ｏ
の
目
幻
巨
鳥
）

国
務
長
官
の
会
談
内
容
を
検
討
し
よ
う
。
首
脳
会
談
は
一
月
一
二
日
か
ら
一
三
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
沖
縄
問
題
が
話
題
と
な
っ
た

の
は
、
｜
二
日
の
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
、
お
よ
び
一
三
日
の
佐
藤
・
ラ
ス
ク
の
昼
食
会
に
お
け
る
会
談
で
あ
っ
た
。

一
二
日
の
首
脳
会
談
は
、
午
前
二
時
半
か
ら
約
五
○
分
に
わ
た
り
、
佐
藤
首
相
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
み
で
行
わ
れ
、
そ
の
後
、

一
二
時
一
五
分
か
ら
日
米
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
僚
が
参
加
す
る
会
談
に
首
相
と
大
統
領
が
合
流
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
。
首
相
と
大
統
領

の
二
者
会
談
で
は
、
世
界
情
勢
全
般
が
話
題
と
な
っ
た
が
、
沖
縄
問
題
が
特
別
に
詳
細
に
話
し
合
わ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
両
者
が

閣
僚
会
談
に
合
流
し
た
際
に
、
首
相
か
ら
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
大
統
領
が
、
佐
藤
首
相
に
向
け
て
何
か
言
い
残
し
た
こ
と
は
な
い
か
、
と
水
を
向
け
た
の
に
対
し
て
、
佐
藤
首
相
は
、
沖
縄
と

小
笠
原
に
簡
単
に
触
れ
た
い
、
と
応
じ
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
佐
藤
首
相
は
、
極
東
の
平
和
の
為
に
沖
縄
基
地
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て

日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
立
場
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
加
え
て
、
日
米
安
全
保
障
条
約
上
の
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
中
国
の

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
（
河
野
）

’
九
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ラ
ス
ク
は
、
中
国
の
核
実
験
が
、
ど
の
程
度
、
日
米
安
保
条
約
及
び
沖
縄
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
対
す
る
日
本

人
の
疑
念
を
変
化
さ
せ
た
か
、
と
質
問
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
藤
首
相
は
、
日
本
人
の
多
数
が
、
日
本
の
安
全
保
障
は
安
保

こ
れ
に
続
い
て
佐
藤
首
相
は
、
琉
球
・
小
笠
原
に
つ
い
て
は
、
共
同
声
明
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
こ
こ
で
、
ラ
ス
ク
国
務
長

官
が
次
の
よ
う
に
口
を
挟
ん
だ
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

二
○

核
実
験
に
触
れ
た
の
ち
、
日
本
は
琉
球
に
対
す
る
潜
在
主
権
を
持
つ
が
、
施
政
権
は
ア
メ
リ
カ
が
行
使
し
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
佐
藤
首

相
は
続
け
て
約
一
○
○
万
の
住
民
と
約
九
千
五
○
○
万
に
及
ぶ
日
本
国
民
は
、
施
政
権
返
還
を
熱
望
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
統
治
は
約
二
○
年
に
も
及
ん
で
お
り
、
大
統
領
は
沖
縄
と
日
本
の
世
論
の
、
こ
の
点
に
関
す
る
感
情
を
理
解
し
て

（
Ⅲ
）
 

い
る
と
確
信
し
て
い
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
首
脳
会
談
の
席
上
、
佐
藤
首
相
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
向
梶
け
て
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
に
対
す
る
住
民
と
世
論
の
強

い
｛
腿
望
を
伝
え
て
い
た
。
こ
の
発
言
は
、
外
務
省
と
国
務
省
の
そ
れ
ぞ
れ
事
務
レ
ベ
ル
が
事
前
に
用
意
し
た
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
（
一

月
七
日
）
及
び
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

佐
藤
首
相
の
発
言
は
、
佐
藤
の
独
自
の
判
断
で
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
向
け
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
態
度
は
極
め
て
硬
い
も
の
で
あ
っ
た
。
佐
藤
首
相
の
発
言
に
対
し
ジ
ョ
ン
ソ

ン
大
統
領
は
、
米
側
が
日
米
協
議
委
員
会
の
権
限
拡
大
に
つ
い
て
準
備
し
て
お
り
、
小
笠
原
の
墓
参
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
受
け
入
れ
る

つ
も
り
で
あ
る
、
と
回
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
佐
藤
首
相
が
事
務
レ
ベ
ル
の
想
定
議
題
か
ら
踏
み
出
し
て
施
政
権
返
還
の
願
望
に
触
れ

た
こ
と
に
対
し
、
大
統
領
は
先
に
検
討
し
た
国
務
省
作
成
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
の
内
容
以
上
の
こ
と
に
は
踏
み
込
ま
な
か

つ
も
り
で
あ
る
、

た
こ
と
に
対
し
、

っ
た
の
で
あ
る
。
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条
約
に
依
存
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
と
回
答
し
た
。
さ
ら
に
佐
藤
首
相
は
、
日
本
の
核
兵
器
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
核
保
有
は

す
べ
き
で
な
く
、
核
使
用
が
必
要
な
状
況
を
作
り
出
す
べ
き
で
な
い
、
と
考
え
て
い
る
、
と
も
発
言
し
て
い
た
。
続
け
て
、
沖
縄
住
民
の

間
に
は
首
相
の
沖
縄
訪
問
を
強
く
望
む
声
が
あ
る
が
、
今
の
時
点
で
の
訪
問
は
問
題
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
訪
問
が
よ
り
有
益
な
も

の
に
な
る
ま
で
延
期
す
べ
き
で
あ
る
、
と
も
述
べ
て
、
沖
縄
訪
問
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
今
後
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
と
議
論
し
た

ラ
ス
ク
は
、
前
日
に
引
き
続
い
て
中
国
核
実
験
と
沖
縄
問
題
と
の
関
連
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
藤
首
相
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
琉
球
諸
島
の
一
部
で
、
沖
縄
本
島
以
外
の
諸
島
に
は
防
衛
上
、
不
可
欠
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
。
又
、
現
在
、
防
衛
上
の

目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
な
い
諸
島
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
部
分
的
に
分
離
し
て
返
還
す
る
可
能
性
は
な
い
か
。
例
え
部
分
返
還
で
あ
っ
て
も
、

日
本
と
沖
縄
住
民
に
と
っ
て
は
大
き
な
前
進
に
な
る
は
ず
だ
。
例
え
ば
、
西
表
島
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
佐
藤
首
相
に
よ
る
打
診
は
あ
く
ま
で
打
診
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
側
の
回
答
を
引
き
出
す
一
」
と
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

事
実
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
も
、
こ
の
打
診
に
つ
い
て
は
直
接
的
回
答
を
控
え
て
い
た
。

以
上
が
六
五
年
の
訪
米
で
行
わ
れ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
対
す
る
佐
藤
首
相
の
一
連
の
打
診
と
意
見
交
換
で
あ

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
（
河
野
）

一一一

と
こ
ろ
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
と
の
会
談
の
翌
一
一
一
一
日
、
佐
藤
首
相
は
、
昼
食
会
で
ラ
ス
ク
国
務
長
官
と
の
二
者
会
談
に
臨
ん
だ
。
注

目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
会
談
で
佐
藤
首
相
が
ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
対
し
て
沖
縄
に
関
す
る
地
域
的
部
分
返
還
論
の
打
診
を
行
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
返
還
論
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
事
務
レ
ベ
ル
が
用
意
し
た
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
一
二
月
の
ト
ー

キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
或
い
は
、
こ
れ
も
佐
藤
首
相
独
自
の
判
断
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い亜
○~￣ 

い
、
と
付
け
加
え
て
い
た
。
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問
題
は
、
佐
藤
首
相
に
よ
る
一
連
の
意
思
表
示
に
対
し
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
佐
藤
が
訪
米
で
沖
縄
返
還
を
正
式
に
要
求
し
た
、
と
い
う

認
識
は
生
じ
た
か
ど
う
か
、
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
は
そ
う
し
た
認
識
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
佐
藤

首
相
の
要
望
に
応
じ
て
、
直
ち
に
何
ら
か
の
政
策
的
な
準
備
が
始
め
ら
れ
た
訳
で
も
な
い
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一一一一

つ
た
。
そ
の
内
容
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
や
や
錯
綜
し
た
印
象
が
残
る
。
つ
ま
り
、
佐
藤
首
相
は
首
相
就
任
後
に
、
訪
米
を

前
に
し
て
ア
メ
リ
カ
大
使
館
と
国
務
省
に
向
け
て
沖
縄
問
題
に
施
政
権
返
還
と
い
う
方
法
で
取
り
組
み
た
い
と
の
意
欲
を
確
か
に
伝
え
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
か
ら
慎
重
な
助
言
が
あ
り
、
佐
藤
は
ひ
と
ま
ず
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
助
言
を
受

け
入
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
務
レ
ベ
ル
の
訪
米
準
備
で
は
、
佐
藤
首
相
に
よ
る
施
政
権
返
還
の
提
起
は
後
退
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
自

治
権
拡
大
の
一
環
と
し
て
の
日
米
協
議
委
員
会
の
権
限
拡
大
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
佐
藤
首
相
は
、
訪
米
後
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
と
の
会
談
で
は
、
施
政
権
返
還
へ
の
強
い
願
望
を
伝
え
て
い
た
。
共
同
声
明
に
お
け
る
首
相
の
願
望
を
改
め
て
強
調

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
首
相
の
一
万
町
願
望
で
は
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
意
思
表
示
と
し
て
の
意
味
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
同
時
に
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
向
け
て
分
離
返
還
構
想
が
打
診
さ
れ
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
後
に
述
べ
る
通
り
、
分
離

返
還
構
想
は
沖
縄
の
政
界
で
は
現
実
的
一
勾
法
の
一
つ
と
し
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
本
土
の
自
民
党
内
に
も
支
持
が
あ
っ
た
。
国
務
省
、
ア

メ
リ
カ
大
使
館
に
も
、
分
離
返
還
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
っ
た
。
佐
藤
首
相
が
六
五
年
一
月
に
ラ
ス
ク
に
対
し
て
こ
の
構
想
を
打

診
し
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
動
き
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
後
に
第
二
章
で
見
る
通
り
、
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
両
国
政

府
内
の
政
治
過
程
が
急
速
に
展
開
す
る
中
で
、
一
九
六
六
年
一
二
月
に
は
、
佐
藤
首
相
自
身
が
ラ
ス
ク
に
対
し
、
分
離
》
返
還
構
想
を
取
り

下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
分
離
返
還
構
想
の
提
起
と
後
退
は
、
の
ち
に
検
討
す
る
通
り
基
地
機
能
を
め
ぐ
る
議
論
の
深
ま
り
と
関
連
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
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周
知
の
通
り
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
ヘ
の
介
入
は
一
九
六
五
年
か
ら
本
格
化
し
、
そ
の
後
、
長
期
化
し
た
。
二
月
の
北
爆

開
始
の
後
、
夏
以
降
に
は
沖
縄
基
地
が
Ｂ
Ｉ
塊
爆
撃
機
に
よ
る
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
ヘ
の
直
接
発
進
の
為
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
７

グ
ア
ム
島
か
ら
の
発
進
を
予
定
し
て
い
た
Ｂ
Ｉ
皿
爆
撃
機
が
、
台
風
避
難
の
た
め
に
嘉
手
納
空
軍
基
地
に
移
動
し
、
こ
こ
か
ら
直
接
に
ヴ

用することは、この時期から恒常的なものとなった。函）
イ
エ
ト
ナ
ム
に
向
け
た
発
進
が
行
わ
れ
た
の
は
、
七
月
一
一
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
嘉
手
納
基
地
を
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
軍
事
作
戦
の
た
め
に
使

こ
う
し
た
状
況
で
、
一
九
六
五
年
初
め
か
ら
既
に
日
本
国
内
で
活
発
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
対
す
る
反
対
運
動

は
、
Ｂ
ｌ
塊
爆
撃
機
に
よ
る
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
発
進
に
む
け
た
嘉
手
納
基
地
の
使
用
に
対
す
る
非
難
の
声
を
高
め
た
。
同
時
に
、
こ
れ
を
含

め
て
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
介
入
に
強
い
批
判
的
態
度
が
拡
大
し
、
日
米
両
国
政
府
に
対
す
る
反
発
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九

六
五
年
四
月
に
は
、
「
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
文
化
団
体
連
合
」
が
東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
向
け
て
デ
モ
行
進
を
行
っ
て
い

た
。
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
は
、
そ
の
三
か
月
後
に
本
国
政
府
に
向
け
て
注
目
す
べ
き
覚
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
覚
書
は
「
ア
メ
リ
カ
の
対
日
関
係
」
と
題
さ
れ
、
七
月
一
四
日
付
で
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
か
ら
ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
宛
て
ら
れ
た

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
〈
河
野
）

一一一一一

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
第
一
回
訪
米
に
続
く
同
じ
六
五
年
の
夏
以
降
、
施
政
権
返
還
を
め
ぐ
る
動
き
は
日
米
両
国
政
府
内

で
活
発
化
す
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
要
因
と
し
て
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
情
勢
を
め
ぐ
る
日
本
国
内
の
世
論
、
及
び
、
佐
藤
首
相
に
よ
る
沖

縄
訪
問
（
八
月
）
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
情
勢
を
め
ぐ
る
日
本
の
国
内
世
論
と
、
こ
れ
に
対
す
る
大
使
館
、
国
務

省
、
国
防
省
の
認
識
を
検
討
し
、
続
い
て
、
佐
藤
首
相
の
沖
縄
訪
問
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

第
三
節
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
と
佐
藤
首
相
の
沖
縄
訪
問
’
一
九
六
五
年
夏
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ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
覚
書
は
、
背
景
説
明
と
し
て
対
日
関
係
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
従
来
以
上
に
死
活
的
な
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た

こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
数
年
間
、
左
翼
勢
力
の
影
響
力
は
低
下
し
沖
縄
基
地
問
題
も
調
整
可
能
な
レ
ベ
ル
で
推
移
し
て
き
た
。

し
か
し
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
に
よ
れ
ば
、
こ
の
状
況
は
今
年
（
’
九
六
五
年
）
一
月
以
降
、
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
エ

ト
ナ
ム
戦
争
に
対
す
る
世
論
の
強
硬
な
批
判
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
期
限
で
あ
る

一
九
七
○
年
ま
で
の
間
、
日
米
関
係
を
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
、
琉
球
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
対
日
観
で
顕
著
だ
っ
た
の
は
、
沖
縄
問
題
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
沖
縄
問

題
は
、
日
米
関
係
の
中
で
、
最
も
脆
弱
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
最
近
、
急
速
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
め
て
き
た
保
守
層
が
、

考
え
て
み
た
い
。 法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

二
四

も
の
で
あ
り
、
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
に
よ
る
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
の
助
言
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
覚
書
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ポ
ー

ル
（
の
①
。
『
ぬ
の
団
巴
一
）
国
務
次
官
、
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
パ
ン
デ
ィ
国
務
次
官
補
、
マ
ク
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
デ
ィ
（
富
。
○
の
。
『
ぬ
の
国
自
身
）
、

（
別
）

ウ
ォ
ル
ト
．
Ｗ
・
ロ
ス
ト
ゥ
（
ヨ
島
言
・
幻
○
ｍ
（
・
言
）
安
全
保
障
担
当
大
統
領
特
別
補
佐
官
に
も
送
ら
れ
た
。

こ
の
覚
書
は
、
北
爆
開
始
後
間
も
な
い
時
期
、
車
泉
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
が
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
情
勢
と
沖
縄
問
題
と
が
密
接
に
関
連
す
る

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
覚
書
の
重
要
性
は
、
認
識
レ
ベ
ル
の
重
要
性
に
留
ま
ら

な
か
っ
た
。
第
二
章
で
見
る
通
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
、
国
務
省
・
国
防
省
が
両
省
共
同
で
日
米
関
係
に
関
す
る
省
間
グ
ル
ー
プ
を
設

立
す
る
際
に
、
こ
の
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
覚
書
は
政
府
上
層
部
の
関
心
を
喚
起
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
省
間
グ
ル
ー

プ
が
取
り
上
げ
た
日
米
関
係
に
関
す
る
議
題
の
中
に
は
、
日
米
画
安
全
保
障
条
約
の
延
長
方
式
と
と
も
に
、
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
政
策
的
検

討
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
覚
瞥
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
沖
縄
問
題
の
施
政
権
問
題
と
し
て
の
争
占
（
化
を
一
つ
の
側
面
か
ら
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左
翼
勢
力
の
反
米
主
義
と
手
を
組
む
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
民
党
政
府
が
、
沖
縄
に
関
す
る
対
米
協
力
を
国
内
政
治
上
あ
ま
り

に
過
大
な
負
担
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
民
党
の
利
益
を
日
本
の
防
衛
に
関
す
る
必
要
性
よ
り
も
重
視
す
る
こ
と
も
あ
り
得

よ
う
。
日
本
政
府
の
協
力
が
な
け
れ
ば
、
琉
球
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
統
治
は
維
持
で
き
な
い
し
、
日
本
政
府
が
｝
」
の
問
題
を
国
連
、
或
い

は
他
の
国
際
機
関
に
提
起
し
た
場
合
の
反
響
は
大
き
い
。
琉
球
を
め
ぐ
り
日
米
が
対
立
す
る
一
」
と
は
、
計
り
知
れ
な
い
打
撃
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
対
日
観
に
基
づ
い
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
覚
書
の
中
で
一
二
項
目
に
の
ぼ
る
提
言
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、

次
の
よ
う
な
提
言
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

１
、
ま
ず
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
に
つ
い
て
は
、
｜
股
市
民
へ
の
爆
撃
が
日
本
で
批
判
を
強
め
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
交
渉
と
多
国
間
の
調
停
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
が
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
調
停
に
参

加
で
き
れ
ば
、
よ
り
効
果
的
で
あ
ろ
う
。

２
、
琉
球
で
生
じ
て
い
る
住
民
の
不
満
は
、
も
し
琉
球
が
日
本
の
自
治
体
で
あ
れ
ば
中
央
政
府
か
ら
５
千
万
ド
ル
以
上
の
援
助
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
中
央
政
府
へ
納
付
さ
れ
る
税
額
を
大
き
く
上
回
る
、
と
い
う
認
識
か
ら
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
日
米

両
国
か
ら
の
琉
球
に
対
す
る
援
助
額
の
現
状
は
、
こ
の
金
額
の
半
額
以
下
で
し
か
な
い
。
そ
の
結
果
、
教
育
、
社
会
保
障
の
水
準

が
日
本
の
水
準
よ
り
も
大
幅
に
低
い
。
こ
の
不
満
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
、
沖
縄
基
地
の
継
続
的
な
利
用
に
と
っ
て
何
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
早
急
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
｝
」
の
判
断
に
照
ら

し
て
施
政
権
の
返
還
の
際
に
は
ど
の
よ
う
な
特
別
基
地
協
定
の
項
目
が
必
要
な
の
か
、
を
決
断
す
べ
き
で
あ
る
。

４
、
今
後
、
日
本
政
府
と
の
密
接
な
協
議
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
東
京
で
の
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
と
佐
藤
首
相
と
の
会
談
、

及
び
、
佐
藤
首
相
が
秋
の
国
連
総
会
に
出
席
す
る
際
の
ラ
ス
ク
国
務
長
官
と
の
会
談
、
さ
ら
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ボ
ー
ル
国
務
次
官
、

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

二
五
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ポ
１
ル
国
務
次
官
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
国
務
省
は
、
沖
縄
基
地
を
Ｂ
１
躯
発
進
の
目
的
で
使
用
す
る
｝
」
と
に
つ
い
て
、
佐
藤
首
相
と
椎

名
外
相
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
を
、
国
防
省
、
統
合
参
謀
本
部
と
と
も
に
協
議
し
て
い
た
。
ポ
ー
ル
次
官
は
、
沖
縄
基
地
使
用
に
つ

い
て
理
論
的
に
は
全
く
制
約
が
な
く
、
公
式
に
は
協
議
の
義
務
も
通
告
の
義
務
も
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
沖
縄
は
ア
メ
リ

カ
統
治
下
に
あ
っ
て
、
日
米
安
全
保
障
条
約
が
適
用
さ
れ
る
日
本
の
施
政
権
下
に
は
な
い
か
ら
、
同
条
約
に
伴
う
事
前
協
議
制
度
は
沖
縄

こ
れ
ら
一
連
の
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
提
言
を
含
む
覚
書
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
上
層
部
に
対
し
て
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
こ

こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
覚
書
の
な
か
で
は
、
一
九
六
五
年
七
月
の
時
点
で
、
力
点
の
置
き
方
と
具
体
的
詳
細
は
別
に
し
て
も
既

に
施
政
権
返
還
と
い
う
政
策
決
定
上
の
選
択
肢
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
条
件
と
し
て
日
本
と
の
特
別
基
地
協
定
が

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
よ
る
と
特
別
協
定
の
内
容
に
つ
い
て
の
日
本
の
立

場
は
依
然
と
し
て
明
確
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
提
一
百
は
、
国
務
省
上
層
部
に
よ
っ
て
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
国
務
省
か
ら
の
国
防
省
に
向
け
て

の
次
の
よ
う
な
働
き
か
け
に
表
れ
て
い
た
。

ま
ず
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
覚
轡
を
受
け
取
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ポ
ー
ル
国
務
次
官
は
、
七
月
三
一
日
、
ロ
パ
ー
ト
・
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防

長
官
宛
に
書
簡
を
出
し
、
Ｂ
１
兜
爆
撃
機
発
進
の
為
の
沖
縄
基
地
使
用
に
関
す
る
国
務
省
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
の
で
あ

る尻
。￣

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一一一ハ

又
は
、
同
レ
ベ
ル
の
高
官
に
よ
る
奉
丞
泉
訪
問
な
ど
を
通
じ
て
日
本
に
新
た
な
日
米
関
係
創
出
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
意
向
を
伝

え
る
べ
き
で
あ
る
。
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基
地
に
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
本
土
基
地
か
ら
の
発
進
な
ら
と
も
か
く
嘉
手
納
基
地
か
ら
の
発
進
に
つ
い
て
日
本
政
府
に
事
前

協
議
す
る
条
約
上
の
義
務
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
ポ
ー
ル
次
官
は
確
認
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
Ｂ
１
兜
の
発
進
は
パ
プ
リ

シ
テ
ィ
が
高
い
こ
と
か
ら
、
沖
縄
基
地
利
用
の
現
状
が
政
治
マ
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
日
本
国
内
の
沖
縄
問
題
全
般
に
対
す

る
圧
力
を
危
険
な
ま
で
に
高
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
ポ
ー
ル
次
官
は
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
も
し
、
沖
縄
基
地
の
使
用
が
緊
急
事
態
の
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
今
週
の
事
態
の
よ
う
に
台
風
避
難
の
た

め
の
グ
ア
ム
島
か
ら
の
移
転
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
必
ず
し
も
深
刻
な
影
響
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
後
、
沖

縄
基
地
の
使
用
が
頻
繁
に
な
る
前
に
我
々
は
こ
の
点
を
集
中
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
ポ
ー
ル
次
官
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
認
識
に
同
調
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
日
本
は
今
後
、
二
、
三
年
以
内
に
沖
縄
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
権
利
に
対
し
て
、
基
本
的
な
変
更
を
要
求
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

我
々
が
日
本
の
神
経
を
逆
な
で
す
る
行
動
を
と
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
も
っ
と
早
ま
る
だ
ろ
う
。
」

こ
う
し
た
す
べ
て
の
要
因
を
考
慮
し
た
上
で
、
ポ
ー
ル
次
官
は
マ
ク
ナ
ラ
マ
ラ
国
防
長
官
に
対
し
、
ま
ず
、
統
合
参
謀
本
部
と
の
間
で

こ
の
問
題
に
つ
い
て
至
急
検
討
を
行
い
、
さ
ら
に
国
務
省
と
国
防
省
の
高
い
レ
ベ
ル
で
こ
の
問
題
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
沖
縄
問
題
を
含
む
対
日
政
策
全
般
に
関
す
る
国
務
・
国
防
両
省
の
省
間
会
議
が
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
で
見
た
通
り
、
総
じ
て
一
九
六
五
年
前
半
の
日
米
関
係
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
緊
急
な
見
直
し
を
要
す
る
も
の
に
な
っ
て

い
た
。
そ
の
契
機
の
一
つ
は
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
に
関
す
る
日
本
世
論
の
強
硬
な
ア
メ
リ
カ
批
判
で
あ
り
、
そ
の
焦
点
が
嘉
手
納
基
地
か

ら
の
Ｂ
Ｉ
兜
発
進
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
動
き
は
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
国
務
省
、
国
防
省
の
上
層
部
に
対

し
て
注
意
を
喚
起
す
る
結
果
と
な
り
、
こ
れ
に
国
務
省
が
同
調
し
た
こ
と
か
ら
、
翌
一
九
六
六
年
に
か
け
て
日
米
間
の
安
全
保
障
問
題
と

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

二
七
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住
民
に
よ
る
デ
モ
を
含
め
て
佐
藤
首
相
の
沖
縄
訪
問
は
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
対
し
沖
縄
情
勢
と
日
本
国
内
の
政
治
情
勢
と
の
関
連
に

つ
い
て
関
心
を
高
め
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
。
大
使
館
の
観
察
を
見
よ
う
。
首
相
の
沖
縄
訪
問
直
後
、
八
月
二
五
日
付
で
大
使
館
か
ら

（
配
）

国
務
長
官
に
送
ら
れ
た
電
報
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
容
は
六
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
ま
ず
従
来
の
政
府
の
方
針
で
あ
る
援
助
拡
大
と
住
民
及
び
日
本
の
世
論
と
の
間
に
は
明

ら
か
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
、
と
の
認
識
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
認
識
は
、
佐
藤
の
沖
縄
訪
問
に
同
行
し
た
山
野
幸
吉
総
理
府
特
別
地
域
連

局
長
が
大
使
館
に
伝
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
山
野
局
長
は
、
施
政
権
と
基
地
使
用
権
の
分
離
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
お
り
、
同

時
に
近
い
将
来
の
全
面
返
還
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
解
消
さ
れ
な
い
場
合
、
返
還
問

佐
藤
首
相
の
沖
縄
訪
問
は
、

「
沖
縄
が
復
帰
し
な
い
限
り
、

と
述
べ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
戸

を
求
め
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
」

こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

二
八

と
も
に
、
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部
の
政
治
過
程
は
急
速
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
て
、
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
関
心
を
高
め
る
も
う
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
六
五
年
八
月

の
佐
藤
首
相
に
よ
る
沖
縄
訪
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
訪
問
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
日
本
国
内
の
反
応
を
軸
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ア

メ
リ
カ
政
府
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
に
つ
い
て
の
検
討
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ

い
て
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
観
察
及
び
、
国
務
省
の
関
心
に
注
意
を
払
い
つ
つ
検
討
し
て
お
き
た
い
。

佐
藤
首
届
旧
の
沖
縄
訪
問
は
、
八
月
一
九
日
か
ら
二
一
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
佐
藤
首
相
が
那
覇
空
港
で
の
緯
拶
で

‐
沖
縄
が
復
帰
し
な
い
限
り
、
日
本
の
戦
後
は
終
わ
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
」

と
述
べ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
米
軍
基
地
を
訪
問
し
た
佐
藤
首
相
に
対
し
住
民
の
デ
モ
隊
が
面
会

を
求
め
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
佐
藤
首
伯
振
基
地
か
ら
宿
泊
先
の
ホ
テ
ル
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
基
地
内
で
の
宿
泊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
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題
を
利
用
し
て
反
対
勢
力
が
沖
縄
民
主
党
と
本
土
の
自
民
党
の
立
場
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
示
唆
し
て
い
た
。
佐
藤
首
相
に

同
行
し
た
山
野
局
長
が
、
施
政
権
問
題
が
沖
縄
と
本
土
の
政
党
間
対
立
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
、
沖
縄
民
主
党
と
本
土
の
自
民
党
に

と
っ
て
不
利
な
材
料
に
な
る
、
と
い
う
認
識
を
伝
え
た
こ
と
は
大
使
館
の
判
断
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
沖
縄
の
復
帰
協
（
沖
縄
祖
国
復
帰
協
議
会
）
が
佐
藤
の
訪
問
中
、
沖
縄
は
二
○
年
に
わ
た
る
外
国
の
軍
事
支
配
下
に
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
こ
と
、
日
本
の
世
論
が
こ
れ
に
強
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
大
使
館
は
認
識
し
て
い
た
。
沖
縄
統
治
が
外
国
支
配
に
他
な

ら
な
い
、
と
い
う
点
は
、
プ
レ
ス
が
報
道
し
た
橋
本
登
美
三
郎
官
房
長
官
の
発
言
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
報
道
に
よ
る
と
、
橋
本

長
官
は
問
題
の
早
期
解
決
に
向
け
国
連
に
返
還
問
題
を
提
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
外
務
省
か
ら
出

向
中
の
木
野
盛
幸
首
相
秘
書
官
が
大
使
館
員
に
伝
え
た
次
の
観
察
も
本
国
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

本
野
秘
書
官
に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
は
、
沖
縄
問
題
に
国
内
の
健
康
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
支
持
す
る
方
向
で
取
り
組
む
つ
も
り
で
あ

り
、
左
翼
勢
力
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
独
占
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
野
秘
書
官
は
、
大
使
館
員
に

対
し
て
、
経
済
援
助
だ
け
で
は
既
に
政
府
の
取
り
組
み
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
早
期
完
全
返
還
が
期
待
で
き
な
い
に
せ
よ
返
還
問
題

を
無
視
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
、
と
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

佐
藤
首
相
の
沖
縄
訪
問
と
、
そ
の
後
の
展
開
に
対
す
る
以
上
の
大
使
館
の
観
察
に
続
い
て
、
佐
藤
首
相
本
人
か
ら
は
、
八
月
三
○
日
付

（
”
）
 

け
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
宛
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
琉
球
住
民
の
復
帰
へ
の
感
情
が
強
ま
っ
て
い
る

こ
と
、
本
土
と
沖
縄
と
の
生
活
水
準
格
差
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
に
触
れ
て
い
た
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
大
統
領
に
伝
え
る
に
あ
た
っ
て

ラ
ス
ク
国
務
長
官
名
に
よ
る
大
統
領
宛
の
解
説
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
解
説
は
、
沖
縄
訪
問
に
よ
っ
て
佐
藤
首
相
が
沖
縄
問
題
を
議

論
す
る
道
筋
を
付
け
た
（
震
目
ぐ
８
房
の
言
昌
命
。
『
：
：
ロ
『
○
ｍ
ｇ
汁
・
曰
の
、
巨
の
⑪
岳
の
○
画
目
君
四
℃
『
○
ず
］
の
曰
菖
）
と
表
現
し
て
い
た
。
国

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

二
九
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佐
藤
首
相
の
沖
縄
訪
問
後
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
先
に
見
た
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
情
勢
へ
の
日
本
国
内
世
論
に
対
す
る
懸
念
と
と
も
に
、

沖
縄
問
題
と
日
米
関
係
の
関
わ
り
に
つ
い
て
懸
念
を
強
め
始
め
て
い
た
。
佐
藤
首
相
に
同
行
し
た
山
野
幸
吉
特
連
局
長
の
観
察
は
、
施
政

権
問
題
が
日
本
と
沖
縄
の
政
党
間
対
立
を
強
め
る
も
の
で
あ
り
、
保
守
勢
力
が
苦
境
に
立
つ
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
観
察
は
大
使
館
に
対
し
て
、
琉
球
問
題
が
政
府
与
党
に
対
す
る
打
撃
と
な
り
、
こ
れ
が
日
米
関
係
を
損
な
う
可
能
性
に
つ
な
が
る
と

い
う
認
識
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、
ア
メ
リ
カ
本
国
政
府
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
大
使
館
と

国
務
省
が
、
沖
縄
問
題
と
七
○
年
に
期
限
を
迎
え
る
日
米
安
全
保
障
条
約
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
懸
念
を
共
有
し
始
め
た
の
は
、
こ

の
時
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
問
題
は
沖
縄
基
地
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
集
約
し
始
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
章
で
検
討
し
よ
う
。

（
蝿
）

め
て
確
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

三
○

務
省
は
、
今
後
さ
ら
な
る
日
本
か
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
、
こ
れ
に
備
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
大
統
領
に
向
け
て

指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
国
務
省
の
立
場
が
、
沖
縄
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
一
々
法
を
と
る
に

し
て
も
、
そ
れ
は
軍
事
的
目
的
の
為
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
無
期
限
の
琉
球
統
治
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
一
九
六
五
年
に
お
け
る
国
務
省
の
立
場
は
、
沖
縄
問
題
を
議
論
す
る
場
合
に
は
、
基
地
機
能
の
維
持
、
及
び
、
そ
の
為
の

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
統
治
の
継
続
が
前
提
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
’
九
六
五
年
夏
の
佐
藤
訪
沖
以
後
、
日
本
政
府
は
次
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
。
沖
縄
か
ら
帰
っ
た
佐
藤
首
相
は
、

九
月
、
沖
縄
問
題
閣
僚
協
議
祭
を
発
足
さ
せ
、
沖
縄
に
対
し
義
務
教
育
費
の
半
額
国
庫
負
担
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
さ
ら
に
、

第
二
回
目
の
閣
僚
協
議
会
で
は
、
沖
縄
の
地
位
に
対
す
る
政
府
統
一
見
解
が
示
さ
れ
、
対
日
平
和
案
約
第
一
一
一
条
と
日
本
の
潜
在
主
権
が
改
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一
月
の
佐
藤
訪
米
後
間
も
な
い
六
五
年
夏
以
降
、
日
米
両
国
政
府
は
返
還
へ
の
道
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
次
第
に
浮

上
し
て
き
た
焦
点
は
施
政
権
返
還
と
基
地
機
能
の
関
連
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
最
終
的
に
は
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
会
談
で
妥
協
が
図
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
端
緒
は
既
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
期
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
妥
協
点
に
至
る
ま
で
に
は
多
く
の

粁
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
妥
協
点
に
至
る
ま
で
の
政
治
過
程
で
は
、
七
○
年
に
期
限
切
れ
を
迎
え
る
日
米
安
全
保

障
条
約
の
帰
趨
、
ほ
ぼ
同
時
に
進
行
し
て
い
た
核
拡
散
防
止
条
約
へ
の
参
加
問
題
が
、
沖
縄
基
地
の
機
能
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
連
し
て
議

論
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
目
配
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
総
じ
て
沖
縄
の
基
地
機
能
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
に
は
、
大
国
化
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本

の
外
交
政
策
が
模
索
し
た
方
向
性
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
本
格
化
に
伴
う
ア
メ
リ
カ
外
交
の
変
容
の
あ
り
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
反
映
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
変
容
の
歴
史
的
意
味
に
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
一
九
六
○
年
代
後
半
の
日
米
関
係
に
お
け
る
或
る
一
面

が
、
沖
縄
を
焦
点
と
す
る
政
治
過
程
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
次
の
三
点
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
琉
球
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
、
い

わ
ゆ
る
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
役
割
で
あ
る
。
そ
の
発
足
は
一
九
六
六
年
六
月
七
日
、
Ｓ
Ｉ
Ｇ
に
よ
っ
て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
。
ス

ナ
イ
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ
は
、
施
政
権
返
還
へ
の
政
治
過
程
で
長
期
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ

の
重
要
性
は
、
ま
ず
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
い
わ
ゆ
る
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
レ
ポ
ー
ト
〈
富
○
日
宛
旨
ご
烏
厨
②
の
印
葛
）
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
に

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
〉

一一｜’

第
二
章
施
政
権
返
還
と
基
地
機
能

第
一
節
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
発
足
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（
１
）
 

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
最
終
的
な
施
政
権
返
還
へ
の
道
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
グ
ル

ー
プ
の
議
長
と
な
っ
た
ス
ナ
イ
ダ
ー
日
本
部
長
が
、
一
九
六
○
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
交
渉
に
関
わ
り
、
そ
の
合
意
の
詳
細
な
部

分
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
長
期
的
に
み
る
と
、
施
政
権
返
還
の
政
治
過
程
は
、
六
○
年
に
合
意
さ
れ
た
日
米
間
の
妥
協

点
を
洗
い
出
し
再
解
釈
す
る
作
業
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
こ
の
作
業
に
関
す
る
適
任
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ

の
点
は
日
本
政
府
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
後
に
施
政
権
返
還
交
渉
の
事
務
レ
ベ
ル
に
お
け
る
中
心
的
役
割
を
果
た
す
東
郷
文
彦
北
米
局

長
も
、
六
○
年
条
約
改
定
交
渉
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
に
入
る
と
、
六
○
年
交
渉
当
時
の
担
当
者
を
施
政
権

返
還
交
渉
に
任
命
す
る
な
ど
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
の
焦
点
と
し
て
、
こ
の
時
期
以
降
、
日
米
両
国
政
府
の
内
部
で
沖
縄
基
地
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
模
索
が
重
ね
ら
れ
、
相
互
の

打
診
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
節
で
見
る
通
り
、
こ
の
議
論
は
、
一
九
七
○
年
に
期
限
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ

て
い
た
日
米
安
全
保
障
条
約
の
延
長
問
題
と
関
連
し
た
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
日
米
両
国
政
府
が
重
視
し
て
い
た
日
本
の
核
保
有
可
能
性

と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
佐
藤
首
相
は
核
持
込
み
に
対
す
る
否
定
的
態
度
を
米
側
に
伝
え
て
い
た
。
最
後
に
第
三
の
焦
点

は
、
こ
の
政
治
過
程
で
沖
縄
の
令
離
返
還
の
可
能
性
を
め
ぐ
り
両
国
政
府
が
関
心
を
示
し
、
こ
れ
が
最
終
的
に
佐
藤
首
相
と
ラ
ス
ク
国
務

長
官
と
の
間
で
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
分
離
返
還
構
想
は
、
先
に
見
た
通
り
、
佐
藤
首
相
自
身
が
六
五
年
訪
米
の
際
に
、

ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
向
け
て
打
診
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
九
六
六
年
一
二
月
、
佐
藤
首
相
は
訪
日
中
の
ラ
ス
ク
と
の
会

談
の
中
で
、
分
離
返
還
構
想
を
取
り
下
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
が
基
地
機
能
の
問
題
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
は
、
大
い
に
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
第
一
節
で
は
第
一
の
焦
点
で
あ
る
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
形
成
を
め
ぐ
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
経
緯
を
追
っ
て
み
よ
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先
に
見
た
通
り
、
六
五
年
七
月
の
覚
書
で
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
か
ら
日
米
関
係
と
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
懸
念
を
伝
え
ら
れ
た
ラ
ス
ク
国

（
３
）
 

務
長
官
は
九
月
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
（
宛
Ｃ
ウ
の
耳
三
ｏ
ｚ
②
白
山
日
）
国
防
長
官
に
宛
て
て
、
覚
書
を
送
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
ラ
ス
ク

長
官
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
懸
念
を
共
有
す
る
、
と
し
た
上
で
、
日
本
政
府
と
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
協
議
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
が
日
本
政
府
首
脳
と
の
間
で
密
接
な
協
議
を
必
要
と
し
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
情
勢
が
緊
迫
化
す
る
な
か
、
嘉
手
納
基
地
か
ら
の
Ｂ
ｌ
皿
発
進
が
国
会
で
追
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
七
月
末
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
佐
藤
首
相
、
椎
名
外
相
、
外
務
省
の
安
川
壮
北
米
局
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
会
で
野
党
の
批
判
の
矢

面
に
立
っ
た
。
こ
の
事
態
を
伝
え
た
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
の
電
文
は
、
北
爆
が
続
く
こ
と
が
野
党
に
有
利
な
材
料
を
与
え
て
い
る
、
と

（
４
）
 

し
、
政
府
内
部
に
さ
》
え
、
Ｂ
Ｉ
塊
発
進
の
目
的
で
嘉
手
納
基
地
を
使
用
す
る
必
要
性
に
対
す
る
疑
問
の
声
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
。

ラ
ス
ク
長
官
は
こ
う
し
た
事
態
の
も
と
で
、
極
東
に
お
け
る
日
米
共
通
の
利
益
に
つ
い
て
日
本
政
府
と
検
討
し
、
と
り
わ
け
ヴ
ィ
ェ
ト

ナ
ム
戦
争
を
め
ぐ
る
日
米
の
共
通
の
利
益
を
協
議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
誤
解
を
解
消
し
た
い
、
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ラ
ス
ク
長
官
に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
首
脳
と
の
協
議
の
前
に
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
合
意
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
と

り
わ
け
、
国
務
省
と
国
防
省
が
日
米
関
係
に
関
す
る
極
秘
の
研
究
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
ラ
ス
ク
が
必
要
性
を

強
調
し
た
研
究
分
野
は
、
日
本
の
防
衛
力
、
日
米
関
係
、
ア
メ
リ
カ
の
琉
球
統
治
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
課
題
の
な
か
で
、
琉
球
に

つ
い
て
は
、
基
地
機
能
を
損
な
う
こ
と
な
く
住
民
に
対
す
る
行
政
的
寳
任
を
日
本
に
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
の
分
析
も
含

ま
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
ラ
ス
ク
は
Ｖ
国
務
省
側
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
出
す
、
と
し
て
Ｗ
・
バ
ン
デ
ィ
（
言
】
］
‐

｜
冒
曰
切
目
身
）
次
官
補
を
指
名
し
、
研
究
の
結
論
と
提
言
が
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（
国
家
安
全
保
障
会
議
）
の
承
認
を
要
す
る
と
述
べ
て
い
た
。
っ

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
〈
河
野
）

一一一一一一
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三
四

（
５
）
 

ま
り
大
統
領
レ
ベ
ル
の
決
定
に
よ
っ
て
、
省
間
協
議
の
結
論
を
補
強
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
○
月
に
は
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
が
ラ
ス
ク
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
。
二
月
に
入
り
、
Ｗ
・
バ
ン
デ
ィ
国
務
次
官
補
が

サ
ィ
ラ
ス
・
バ
ン
ス
（
○
『
『
■
⑪
ぐ
目
８
）
国
防
次
官
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
政
策
課
題
を
検
討
す
る
為
の
国
務
・
国
防
省
間
会
議
を
申

（
６
）
 

し
入
れ
た
。
パ
ン
デ
ィ
次
官
補
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
東
京
を
訪
問
し
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
と
会
談
、
さ
ら
に
沖
縄
を
訪
問
し
て
い
た
。

国
防
省
か
ら
は
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
（
］
・
冒
目
・
言
Ｃ
ｚ
ｇ
ｍ
三
○
口
）
国
際
安
全
保
障
問
題
担
当
次
官
補
が
バ
ン
デ
ィ
の
提
言
に

同
意
し
、
自
ら
省
間
会
議
の
国
防
省
代
表
と
な
っ
た
。

（
７
）
 

一
」
の
提
言
に
基
づ
い
て
国
務
・
国
防
合
同
会
議
の
第
一
回
会
合
が
開
か
れ
た
の
は
、
一
九
六
六
年
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

続
い
て
三
口
尺
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
命
令
で
、
こ
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
Ｓ
Ｉ
Ｇ
（
の
①
己
。
『
』
貝
の
ａ
の
日
『
目
①
自
国
］
の
『
Ｃ
巨
已
）
が

（
８
）
 

国
務
省
を
補
佐
す
る
組
織
と
し
て
発
足
し
た
。
一
」
の
時
、
事
務
局
長
を
国
務
次
官
（
Ｇ
・
ポ
ー
ル
）
と
し
こ
れ
に
加
え
て
国
防
次
官
、
ホ

ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
は
安
全
保
障
担
当
特
別
補
佐
官
の
他
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
、
統
合
参
謀
本
部
議
長
、
な
ど
が
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

Ｓ
Ｉ
Ｇ
の
地
域
的
下
部
組
織
と
し
て
ｌ
Ｒ
Ｇ
／
Ｆ
Ｅ
（
『
具
の
『
ロ
の
ロ
ロ
ゴ
ョ
の
ロ
白
｝
幻
の
ｍ
－
ｏ
目
一
○
『
・
ロ
ロ
ヘ
句
四
『
園
の
計
）
が
設
立
さ
れ
た
。
か

く
て
Ｓ
Ｉ
Ｇ
か
ら
国
務
・
国
防
両
省
に
宛
て
ら
れ
た
覚
書
で
、
次
の
４
点
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
五
月
ま
で
に
研
究
と
報
告

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

１
、
日
本
の
防
衛
力

３
、
日
米
安
全
保
障
条
約

２
、
琉
球
基
地

４
、
日
米
関
係
全
般
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こ
れ
ら
四
点
の
政
策
領
域
を
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
沖
縄
問
題
に
関
す
る
再
検
討
が
、
単
独
の
政
策
課
題
と
し
て
で
は
な
く
、
日

米
関
係
に
お
け
る
日
本
の
防
衛
力
及
び
安
全
保
障
条
約
と
の
関
連
で
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
見
る
通
り
、
日
米
安
全
保

障
条
約
に
関
す
る
研
究
で
は
、
条
約
の
延
長
方
式
を
中
心
と
し
て
検
討
さ
れ
、
自
動
延
長
方
式
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
支
持
が
提
言
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
研
究
は
Ｉ
Ｒ
Ｇ
／
Ｆ
Ｅ
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
政
策
課
題
の
う
ち
、
琉

球
基
地
を
除
く
三
点
に
つ
い
て
は
、
六
六
年
五
月
末
に
報
告
書
が
ほ
ぼ
完
成
し
Ｓ
Ｉ
Ｇ
の
承
認
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
琉
球
基
地
に
関

す
る
政
府
内
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
琉
球
基
地
に
関
す
る
研
究
と
報
告
の
取

り
ま
と
め
は
、
国
務
省
と
国
防
省
と
の
間
で
調
整
が
難
し
く
、
そ
の
完
成
は
予
定
よ
り
も
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

報
告
書
完
成
が
遅
れ
た
一
因
は
、
琉
球
問
題
に
関
す
る
首
間
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
の
必
要
性
を
め
ぐ
っ
て
政
府
内
の
見
解

が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
、
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
対
応
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
日
本
政
府
に
先
立

っ
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
べ
き
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
必
要
か
ど
う
か
、
と
い

う
点
に
関
わ
っ
て
い
た
。

ま
ず
六
六
年
四
月
に
、
国
務
省
が
琉
球
基
地
に
関
し
て
政
府
部
内
で
回
覧
し
た
報
告
書
草
案
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

ｌ
、
現
状
の
琉
球
統
治
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
日
本
の
要
望
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。

２
、
琉
球
に
は
、
政
治
的
不
安
定
と
日
本
へ
の
復
帰
圧
力
（
但
し
、
復
帰
に
際
し
て
は
、
必
要
な
米
軍
基
地
機
能
を
保
障
す
る
）
が
存

在
す
る
。
日
本
政
府
は
、
近
い
将
来
、
こ
こ
１
，
２
年
の
間
に
、
こ
う
し
た
基
地
協
定
を
提
案
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

３
、
も
し
、
日
本
政
府
が
琉
球
問
題
に
つ
い
て
効
果
的
な
役
割
を
与
え
ら
れ
れ
ば
、
曰
本
は
琉
球
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
目
的
を
支
援

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

三
五
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こ
の
報
告
は
第
一
項
目
で
沖
縄
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
統
治
政
策
に
問
題
が
あ
り
沖
縄
に
は
政
治
的
不
安
定
が
存
在
す
る
、
と
指
摘
し
、

こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
琉
球
問
題
を
扱
う
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
提
言
に
対
し
て
軍
部
か
ら
は
強
い
反
対
が
寄
せ
ら
れ
た
。
六
六
年
五
月
、
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ｃ
（
太
平
洋
統
合
司
令
部
）
、
お
よ
び

統
合
参
謀
本
部
は
、
現
状
の
安
全
保
障
条
約
を
適
用
す
る
に
せ
よ
、
或
い
は
何
ら
か
の
基
地
協
定
を
結
ぶ
に
せ
よ
、
施
政
権
返
還
が
基
地

の
戦
略
的
価
値
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
従
っ
て
近
い
将
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
立
場
を
取
っ
て

い
た
。
同
じ
時
期
、
沖
縄
の
高
等
弁
務
官
、
陸
軍
次
官
か
ら
も
四
月
の
国
務
省
報
告
書
草
案
に
対
し
て
、
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

反
対
の
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
現
状
の
沖
縄
統
治
の
継
続
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
と
住
民
及
び
日
本
の
要
望
と
の
最
大
限
の
調
整

を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
は
必
要
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
防
省

〈
旧
）

は
、
こ
の
反
対
意
見
を
受
け
入
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
か
ら
も
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
ラ
イ

シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
国
務
省
報
告
草
案
に
対
す
る
国
防
省
の
立
場
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
対
日
認
識
に
関
す
る
誤
解
が
あ
る
、
と
述
べ
て

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一一一一ハ

す
る
方
向
で
影
響
力
を
行
使
で
き
る
だ
ろ
う
。

４
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
琉
球
に
お
け
る
米
軍
基
地
に
対
す
る
可
能
な
限
り
の
代
替
的
選
択
肢
に
つ
い
て
研
究
さ

せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｇ
と
Ｓ
Ｉ
Ｇ
に
対
し
て
政
策
提
言
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー

プ
は
、
琉
球
の
米
軍
基
地
を
損
な
う
こ
と
な
く
存
続
さ
せ
る
為
の
取
り
決
め
を
伴
う
、
日
本
へ
の
施
政
権
返
還
交
渉
の
実
現
可
能

（
９
）
 

性
に
つ
い
て
、
見
通
し
を
一
不
す
べ
き
で
あ
る
。
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ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
こ
う
し
た
国
防
省
の
立
場
が
大
使
館
及
び
国
務
省
の
立
場
と
全
く
相
容
れ
な
い
と
し
、
国
防
省
が
国
務
省
の

立
場
を
無
視
し
て
い
る
以
上
、
こ
う
し
た
状
況
で
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
て
も
実
質
的
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い

今
後
、
在
日
米
軍
基
地
を
“

強
い
支
持
を
挙
げ
て
い
た
。

こ
う
し
て
琉
球
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
に
つ
い
て
は
軍
部
か
ら
も
大
使
館
か
ら
も
支
持
が
得
ら
れ
な
い
状
況
に
陥
っ
た
。

こ
の
膠
着
状
態
が
打
開
さ
れ
た
の
は
、
六
月
に
入
っ
て
次
の
よ
う
な
妥
協
点
が
模
索
さ
れ
、
第
二
次
草
案
が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

妥
協
の
骨
子
は
、
琉
球
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
る
こ
と
は
し
な
い
こ
と
、
し
か
し
、
問
題
の
検
討
に
向

け
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
は
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
に
つ
い
て
は
、
国
防
省
内
に

国
際
関
係
担
当
次
官
補
に
よ
る
同
意
が
あ
り
、
陸
軍
次
官
と
の
協
議
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
国
務
省
と
国
防
省
は
大
幅
な
妥
協
の
後
、

六
月
四
日
に
両
省
合
意
に
よ
る
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

１
、
沖
縄
基
地
の
完
全
な
自
由
使
用
が
極
東
と
世
界
に
展
開
す
る
ア
メ
リ
カ
軍
事
力
に
と
っ
て
死
活
的
に
重
要
で
あ
る
限
り
、
ア
メ
リ

カ
が
返
還
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
治
拡
大
、
琉
球
に
お
け
る
日
本
の
役
割
拡
大
は
、
現
状
の

統
治
政
策
の
も
と
で
実
現
可
能
で
あ
る
。

２
、
し
か
し
、
返
還
を
求
め
る
琉
球
と
日
本
の
関
心
の
高
ま
り
を
考
慮
し
、
状
況
の
変
化
に
は
十
分
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

三
七

（
Ⅲ
）
 

と
考
一
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
た
。
国
防
省
が
先
の
国
務
省
報
告
書
草
案
を
批
判
す
る
際
に
、
日
本
が
共
産
中
国
と
の
密
接
な
関
係
を
求
め
て
お
り
、
総
じ
て
ア
メ
リ

カ
か
ら
の
自
立
を
め
ざ
す
危
険
性
が
あ
る
、
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
国
防
省
の
日
本
に
対
す
る
分
析
で
は
、

今
後
、
在
日
米
軍
基
地
を
継
続
し
て
使
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
不
確
定
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
日
本
社
会
党
に
対
す
る
世
論
の
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こ
の
一
連
の
内
容
を
み
る
と
、
冒
頭
で
示
さ
れ
た
部
分
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
統
合
参
謀
本
部
を
は
じ
め
と
す
る
軍
部
の
立
場
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
に
芯
っ
て
い
た
が
、
そ
の
反
面
、
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
に
つ
い
て
は
国
務
省
の
見
解
が
強
く
出
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
何
故
な
ら
こ
の
妥
協
の
も
と
で
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
国
務
省
、
国
防
省
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
、
陸
軍
省
、
統
合
参
謀
本
部
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
グ
ル
ー
プ

次
に
、
第
二
段
階
と
し
て
、
上
記
の
結
論
が
出
た
上
で
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
次
の
よ
う
な
さ
ら
な
る
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

Ａ
、
も
し
も
施
政
権
返
還
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
琉
球
の
基
地
機
能
の
有
効
性
は
ど
の
程
度
損
な
わ
れ
る
の
か
。

Ｂ
、
も
し
も
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
場
合
、
琉
球
で
必
要
な
基
地
機
能
の
遂
行
を
維
持
す
る
為
の
計
画
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
。

Ｃ
、
基
地
撤
去
の
コ
ス
ト
、
又
は
、
琉
球
内
部
或
い
は
他
の
地
域
に
代
替
基
地
を
建
設
す
る
コ
ス
ト
は
ど
の
程
度
に
な
る
か
。

（
⑫
）
 

Ｄ
、
施
政
権
の
分
離
返
還
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
、
財
政
的
或
い
は
そ
の
他
の
コ
ス
ト
は
ど
の
程
度
に
な
る
か
。

法
学
志
林
第
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３
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
国
務
省
か
ら
議
長
を
出
す
。

な
お
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
課
せ
ら
れ
た
政
策
課
題
の
検
討
手
順
は
次
の
二
段
階
で
示
さ
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
第
一
段
階
と
し
て
は
、

Ａ
、
琉
球
と
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
世
論
と
政
府
の
態
度
が
、
今
後
、
四
、
五
年
で
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
。
又
、
こ
の
変
化
が
日
米
関

係
に
与
え
る
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

Ｂ
、
自
治
拡
大
及
び
、
琉
球
と
日
本
の
結
び
つ
き
を
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
対
す
る
要
望
が
、
統
治
と
両
立
し
う
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
は
何

ｶｺ 
。
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し
た
。

の
議
長
は
国
務
省
か
ら
出
す
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
代
表
を
グ
ル
ー
プ
に
参
加
さ
せ
る
点
は
、

国
務
省
の
主
張
が
容
れ
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
六
月
七
日
正
式
承
認
を
受
け
、
｜
四
日
に
第

一
回
会
合
を
開
い
て
議
長
を
ス
ナ
イ
ダ
ー
日
本
部
長
と
し
、
作
業
を
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
部
長
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
か
ら
ニ
ク
ソ
ン
政
権
へ
の
政
策
的
連
続
性
を
結
果
的
に
担
保
す
る
役
割
を
負
う
こ

と
に
な
り
長
期
的
に
交
渉
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
に
返
還
交
渉
が
本
格
化
す
る
と
、
ス
ナ
ィ
ダ
ー
は
交
渉
担
当
公
使

と
し
て
東
京
に
赴
任
し
、
当
時
の
ア
ー
ミ
ン
・
マ
イ
ャ
ー
（
ン
『
ヨ
ョ
ニ
の
房
『
）
駐
日
大
使
を
補
佐
し
て
交
渉
の
細
部
に
至
る
ま
で
関
与

ス
ナ
イ
ダ
ー
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
構
成
を
考
え
る
際
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
代
表
の
役
割
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
の

メ
ン
バ
ー
構
成
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
代
表
者
を
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
は
国
務
省
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い

の
は
、
同
年
五
月
三
○
日
に
ウ
オ
ル
ト
．
Ｗ
・
ロ
ス
ト
ウ
（
安
全
保
障
担
当
大
統
領
特
別
補
佐
官
）
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
宛
て
て
出

し
た
覚
書
で
あ
る
。
覚
書
の
内
容
は
、
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
事
態
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
た
。

ロ
ス
ト
ウ
に
よ
れ
ば
、
最
近
日
本
訪
問
か
ら
帰
国
し
た
マ
ク
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
デ
ィ
か
ら
琉
球
に
関
す
る
覚
書
が
既
に
大
統
領
宛
に
送

ら
れ
て
い
た
。
バ
ン
デ
ィ
の
提
言
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

１
、
沖
縄
基
地
問
題
は
、
本
土
復
帰
要
求
の
高
ま
り
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る
主
要
な
政
治
的
争
点
と
な
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い

２
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
国
務
省
と
国
防
省
の
共
同
作
業
は
成
果
を
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
。

３
、
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
は
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
の
圧
力
が
必
要
で
あ
る
。
昨
年
二
九
六
五
年
）
の
訪
日
以
来
、
こ
の
印
象
が
強
い
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
（
河
野
）

三
九

プ（》。
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施
政
権
返
還
へ
の
過
程
で
、
最
も
焦
点
と
な
っ
た
問
題
の
一
つ
が
沖
縄
米
軍
基
地
の
機
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
本
土

基
地
と
沖
縄
基
地
の
機
能
的
な
相
違
に
起
因
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
沖
縄
に
あ
っ
て
は
、
米
軍
が
日
本
政
府
に
よ
る

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

四
○

こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
ロ
ス
ト
ウ
は
、
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
自
分
を
担
当
者
に
任
命
す
る
よ
う
に
大
統
領
に
向
け
て
要
望
し
て
い
た
の

〈
旧
）

で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
一
九
六
七
年
の
佐
藤
首
相
訪
米
に
際
し
て
は
、
ロ
ス
ト
ウ
大
統
領
特
別
補
佐
官
と
日
本
側
の
若
泉
敬
一
泉
都
産

業
大
学
教
授
と
の
間
に
私
的
な
情
報
ル
ー
ト
が
設
け
ら
れ
、
共
同
声
明
の
重
要
な
文
言
（
「
両
三
年
内
に
」
返
還
時
期
を
決
定
す
る
、
と

い
う
部
分
）
に
関
す
る
実
質
的
な
交
渉
が
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
外
務
省
の
消
極
的
対
応
に
満
足
し
な

か
っ
た
佐
藤
首
相
が
極
秘
に
総
理
大
臣
か
ら
の
私
的
な
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
若
泉
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
送
り
、
大
統
領
補
佐
官
の
ロ
ス

〈
Ｍ
）

ト
ゥ
と
の
接
触
を
図
っ
た
、
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
踏
ま
》
え
た
上
で
解
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
側
に
も
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
官
僚

レ
ベ
ル
で
対
応
す
る
こ
と
の
限
界
を
認
識
す
る
立
場
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ロ
ス
ト
ウ
補
佐
官
は
一
九
六
六
年
五
月
に
既
に
、

沖
縄
問
題
に
対
す
る
関
心
を
示
し
そ
の
担
当
に
意
欲
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
沖
縄
問
題
を
め

ぐ
る
国
務
・
国
防
両
省
間
の
対
立
が
深
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
を
官
僚
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
大
統
領
の
政
治
レ
ベ
ル
で
扱
う
必
要
性
が

あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
沖
縄
問
題
は
、
国
務
省
と
国
防
省
と
の
協
議
に
委
ね
る
こ
と
な
く
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が
直

接
介
入
し
て
当
た
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
助
言
は
、
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
政
治
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

か
く
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
下
の
ア
メ
リ
カ
政
府
は
対
日
政
策
の
検
討
と
と
も
に
、
こ
れ
と
の
関
係
で
沖
縄
に
注
目
し
始
め
、
一
連
の

課
題
を
検
討
す
る
為
の
制
度
的
枠
組
み
を
整
え
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
節
基
地
機
能
を
め
ぐ
る
構
想
と
打
診
Ｉ
安
全
保
障
条
約
延
長
問
題
と
「
核
」
と
の
関
連
で
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条
約
上
の
制
約
を
受
け
ず
に
基
地
を
自
由
に
使
用
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
土
の
在
日
米
軍
基
地
に
つ
い
て
は
、
六
○
年
に
改

定
さ
れ
た
日
米
安
全
保
障
条
約
の
事
前
協
議
制
度
の
適
用
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
基
地
に
対
す
る
米
軍
の
使
用
に
つ
い
て
制
約
を
課
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
比
べ
、
沖
縄
基
地
の
使
用
に
は
そ
う
し
た
制
約
が
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、
沖
縄
基
地
の
自
由
使
用

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
Ｊ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
（
］
Ｃ
官
向
日
白
の
『
の
。
。
）
が
、
日

本
側
に
対
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
’
九
六
六
年
九
月
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
、
総
理
府
の
森
総
務
長
官
と
の
会
談
の
中
で
、
沖
縄
基
地

の
有
効
性
の
鍵
が
米
軍
に
よ
る
自
由
使
用
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
直
接
発
進
目
的
」
と
「
核
兵
器
関
連
目
的
」
に
関
す
る
自
由
使
用
で
あ
る
、

ま
ず
、
自
由
使
用
の
カ
ギ
と
な
る
二
つ
の
機
能
の
う
ち
、
戦
闘
行
動
へ
向
け
た
自
由
発
進
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
国

会
で
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
九
六
五
年
夏
の
国
会
論
争
を
見
よ
う
。
第
一
章
第
三
節
で
見
た
通
り
、
’
九
六
五
年

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
杷
藷
二
）
〈
河
野
）

四
一

第
一
章
で
検
討
し
た
通
り
、
佐
藤
首
相
が
沖
縄
問
題
を
「
施
政
権
返
還
」
と
い
う
方
法
で
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
提
起
し
、
こ
れ
を
受
け

て
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
沖
縄
問
題
検
討
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
時
、
次
第
に
浮
上
し
て
き
た
の
は
基
地
問
題
と
い
う
難
問
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
難
問
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
で
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
返
還
後
の
沖

縄
基
地
が
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
自
由
使
用
に
関
す
る
権
利
を
残
し
た
ま
ま
日
本
本
土
の
一
部
に
な
る
の
か
、
或
い
は
、
野
党
が
主
張
し
て

い
た
通
り
、
基
地
を
撤
去
し
た
上
で
本
土
の
一
部
に
な
る
の
か
、
と
い
う
か
た
ち
で
整
理
で
き
る
問
題
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
日
本
国
内

で
は
、
折
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
本
格
化
に
向
け
た
批
判
が
強
ま
る
な
か
、
基
地
使
用
を
め
ぐ
る
本
土
と
沖
縄
と

の
差
別
に
は
野
党
か
ら
の
追
及
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
政
治
過
程
を
一
九
六
五
年
夏
以
降
一
九
六
六
年
に

（
応
）

上
」
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
け
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
自
由
使
西

Hosei University Repository



法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

四
二

夏
以
降
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
ヘ
向
け
た
戦
闘
発
進
目
的
で
沖
縄
基
地
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ポ
ー
ル
国
務
次
官

か
ら
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
に
宛
て
た
覚
書
で
、
ポ
ー
ル
は
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
向
け
Ｂ
－
兜
発
進
の
為
の
沖
縄
基
地
使
用
が
条
約
上
の
自

由
使
用
権
と
は
別
に
政
治
マ
タ
ー
と
な
っ
た
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る

日
本
国
内
の
動
き
は
、
ポ
ー
ル
次
官
の
認
識
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
国
会
の
質
疑
を
見
る
と
、
政
府
与
党
と
野
党

と
の
距
離
は
必
ず
し
も
広
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七
月
三
一
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
は
、
椎
名
外
相
と
安
川
北
米
局
長
が
そ
れ
ぞ
れ
、
社
会
党
か
ら
の
質
問
を
受
け
て
い
た
。
嘉
手

（
肥
）

紬
基
地
か
ら
の
Ｂ
Ｉ
兜
発
進
の
数
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
党
の
帆
足
計
議
員
、
一
Ｐ
叶
里
子
議
員
に
よ
る
質
問
は
、
Ｂ
‐
兜
の
グ
ア
ム
か

ら
の
移
駐
と
発
進
が
、
台
風
避
難
目
的
の
例
外
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
今
後
こ
れ
が
恒
常
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
事
前
協
議
の
対

象
と
な
る
の
か
、
と
い
う
点
を
追
及
し
た
。
帆
足
議
員
は
、
本
土
基
地
と
沖
縄
基
地
が
条
約
適
用
上
差
別
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
国
民
感
憎

の
上
で
割
り
切
れ
な
い
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
超
党
派
的
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
戸
叶
議
員
の
主
張
は
、

台
風
避
難
な
ら
ば
さ
て
お
き
、
今
後
は
こ
の
目
的
以
外
で
嘉
手
納
基
地
を
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
両
者
の
議
論
は
事
前
協
議
の
適
用
範
囲
に
及
ぶ
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
、
こ
の
制
度
の
適
用
範
囲
を
広
義
に
解
釈
す
る
姿

勢
を
政
府
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
社
会
党
が
「
広
義
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
事
前
協
議
に
対
す
る
否
定
的
回
答
に
力
点
を

置
い
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
答
弁
し
た
安
川
局
長
は
、
も
し
も
Ｂ
－
皿
が
核
装
備
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
事
前

協
議
の
対
象
と
な
る
と
回
答
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
関
す
る
佐
藤
首
相
の
国
会
答
弁
を
見
よ
う
。
続
く
八
月
二
日
に
は
、
衆
議
院
本
会
議
で
佐
々
木
更
三
社
会
党
委
員

（
、
）

長
が
代
表
質
問
に
立
ち
、
佐
藤
首
相
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
た
。
佐
藤
首
相
は
、
自
分
自
身
も
こ
れ
に
対
し
て
驚
い
て
お
り
、
「
割
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り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
の
立
場
を
示
し
て
い
た
。
野
党
と
政
府
が
、
事
前
協
議
制
の
適
用
に
つ
い
て
本
土
基
地
と
沖
縄
基
地
が
区

別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
と
も
に
「
割
り
切
れ
な
い
」
感
情
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

安
川
局
長
は
遺
憾
の
意
を
伝
え
る
為
に
エ
マ
ー
ソ
ン
と
会
談
し
た
。
こ
の
会
談
を
本
国
政
府
に
伝
え
た
エ
マ
ー
ソ
ン
の
電
報
は
、
佐
藤

首
相
本
人
が
国
会
で
表
明
し
た
立
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
た
。
安
川
局
長
に
よ
る
と
嘉
手
納
基
地
を
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
ヘ
の
Ｂ

（
肥
）

ｌ
皿
に
よ
る
直
接
発
進
に
使
用
し
た
こ
と
に
佐
藤
は
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
て
い
た
。
六
五
年
一
月
の
首
脳
会
談
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ィ

エ
ト
ナ
ム
戦
争
を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
た
し
、
北
爆
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
理
解
を
示
し
て
い
た
佐
藤
首
相
は
、
沖
縄
に
関
す
る
限
り

別
の
立
場
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
二
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
Ｃ
Ｉ
Ａ
文
書
は
佐
藤
首
相
が
沖
縄
基
地
を
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム

（
脚
）

に
向
け
た
直
接
発
進
作
戦
に
使
用
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。

基
地
の
自
由
使
用
の
も
う
一
つ
の
次
元
は
「
核
」
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
佐
藤
一
一
ク
ソ
ン
会
談
に
お
け
る
返
還
交
渉
の
大
詰
め

ま
で
最
終
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
そ
の
決
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
両
者
の
間
で
秘
密
の
合
意
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本

（
卯
）

の
核
政
策
と
Ｎ
Ｐ
Ｔ
加
入
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、

沖
縄
問
題
と
の
関
連
で
核
を
め
ぐ
る
日
米
の
議
論
を
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
日
本
の
核
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
背

景
が
あ
っ
た
。
一
九
六
○
年
代
、
フ
ラ
ン
ス
に
独
自
の
核
開
発
の
動
き
が
あ
り
、
続
い
て
中
国
核
実
験
な
ど
ア
ジ
ア
に
も
核
拡
散
へ
向
け

た
変
化
が
生
じ
始
め
て
い
た
。
イ
ン
ド
の
核
保
有
が
予
想
さ
れ
る
中
、
日
本
の
核
能
力
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
た

そ
こ
で
日
本
の
核
開
発
能
力
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
関
心
と
懸
念
を
見
よ
う
。
一
九
六
五
年
八
月
二
○
日
、
Ｗ
・
バ
ン
デ
ィ
国
務
次
官

補
の
覚
書
に
付
さ
れ
た
付
属
文
書
は
「
日
本
の
防
衛
政
策
」
と
題
さ
れ
、
日
本
の
核
開
発
能
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
予
測
を
示
し
て
い

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

四
三

の
で
あ
る
。
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こ
の
結
論
に
至
る
議
論
で
、
政
策
文
書
は
佐
藤
首
相
が
最
近
の
国
会
で
七
○
年
以
降
の
条
約
継
続
に
つ
い
て
期
待
す
る
、
と
述
べ
た
こ

と
に
触
れ
、
現
在
で
は
条
約
に
対
す
る
反
対
は
殆
ど
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
政
策
文
書
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
れ
ま
で
延
長

ま
ず
日
米
安
全
保
障
条
約
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
よ
う
。
一
九
六
六
年
三
月
、
国
務
国
防
両
省
が
、
対
日
政
策
の
再
検
討
に
着
手
し
た
際
、

日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
、
日
米
間
の
全
般
的
関
係
、
日
本
の
防
衛
政
策
、
琉
球
問
題
の
四
点
の
政
策
文
書
作
成
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、

五
月
に
は
、
琉
球
問
題
を
除
く
三
点
の
報
告
書
が
完
成
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
日
米
安
全
保
障
条
約
、
日
米
間
の
全
般
的
問
題
に

関
す
る
政
策
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
の
中
で
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
に
向
け
た
指
示
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の

文
書
の
結
論
に
沿
っ
て
、
早
急
に
佐
藤
首
相
と
の
間
で
個
人
的
か
つ
非
公
式
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
、
と
の
指
示
で
あ
っ
た
。

日
米
安
全
保
障
条
約
の
期
限
に
関
す
る
政
策
文
書
は
、
一
九
六
六
年
五
月
二
七
日
付
け
で
Ｓ
Ｉ
Ｇ
へ
提
出
さ
れ
、
そ
の
承
認
を
受
け
た

も
の
で
、
結
論
と
し
て
は
七
○
年
に
期
限
切
れ
に
な
る
条
約
を
固
定
延
長
方
式
で
は
な
く
、
自
動
延
長
方
式
で
継
続
す
る
こ
と
を
提
言
し

も
の
で
、

〈
醜
）

て
い
た
。
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四

た
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
一
九
七
○
年
代
初
め
ま
で
に
は
、
核
丘
〈
器
と
そ
の
運
搬
手
段
の
双
方
に
つ
い
て
、
生
産
能
力
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
が
独
自
の
核
開
発
に
向
か
う
こ
と
を
防
ぎ
日
本
に
対
し

（
釦
）

て
核
拡
散
防
止
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
調
印
に
向
か
う
よ
う
に
影
響
力
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
提
一
一
一
一
口
が
一
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
六

六
年
に
入
っ
て
、
安
保
条
約
延
長
を
含
む
対
日
政
策
全
般
の
再
検
討
が
始
ま
っ
た
と
き
、
日
本
に
対
し
核
保
有
を
認
め
な
い
と
い
う
、
こ

の
方
針
も
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
作
成
さ
れ
た
二
つ
の
政
策
文
書
は
、
こ
の
方
針
を
含
む
日
米
間
の

安
全
保
障
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
施
政
権
返
還
に
お
け
る
基
地
機
能
と
の
関
連
で
考

え
て
み
た
い
。
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方
式
（
自
動
延
長
か
、
固
定
延
長
か
）
に
つ
い
て
公
式
な
立
場
を
表
明
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
昨
年
二
九
六
五
年
）
秋
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ

ー
大
使
か
ら
佐
藤
首
相
に
向
け
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
着
手
す
る
こ
と
に
関
し
打
診
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
佐
藤
の
回
答
は
、

日
韓
関
係
の
正
常
化
ま
で
は
、
議
論
を
延
期
し
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

政
策
文
書
に
よ
れ
ば
、
条
約
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
結
論
と
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
条
約
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
延
長
が
ア
メ
リ
カ
の
利
益
と
な
る
、
と
い
う
結
論
が
出
て
い
る
。
延
長
方
式
に
つ
い
て
は
、
条
約

の
第
一
○
条
変
更
を
提
案
し
、
一
○
年
の
期
限
を
切
っ
て
延
長
す
る
方
法
（
固
定
延
長
方
式
）
が
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
れ
を
採

用
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

五
点
挙
げ
ら
れ
た
理
由
の
中
で
は
、
そ
も
そ
も
条
約
が
無
期
限
で
あ
る
、
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
特
に
大
き
な
欠
点
が
な
い

こ
と
、
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
た
。

１
、
条
約
は
、
一
連
の
妥
協
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
も
し
、
オ
ー
プ
ン
に
な
る
と
、
現
状
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
べ
く
、
さ
ら
な

る
一
連
の
条
約
修
正
が
必
要
に
な
る
。

２
、
た
と
え
最
も
小
さ
い
変
更
で
あ
っ
て
も
、
条
約
改
定
案
は
日
本
の
国
会
、
及
び
ア
メ
リ
カ
上
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
日
本
の
左
翼
勢
力
に
機
会
を
与
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。

３
、
条
約
改
定
に
伴
う
、
ど
の
よ
う
な
変
更
で
あ
っ
て
も
、
条
約
に
伴
う
詳
細
な
合
意
に
つ
い
て
「
明
確
化
」
と
「
再
解
釈
」
が
必
要

に
な
る
。

政
策
文
書
が
挙
げ
た
条
約
改
定
に
対
す
る
反
対
理
由
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
自
動
延
長
支
持
構
想
の
背
景
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

四
五
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の
反
対
理
由
を
考
え
る
と
き
に
直
ち
に
念
頭
に
浮
か
ぶ
問
題
の
一
つ
は
、
六
○
年
の
条
約
改
定
の
際
の
妥
協
点
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
非

公
開
合
意
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
施
政
権
返
還
と
の
関
連
で
は
少
な
く
と
も
次
の
二
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
朝
鮮
半
島
有
事
の
際

の
事
前
協
議
制
の
解
釈
に
関
す
る
非
公
開
の
合
意
で
あ
る
。
次
に
「
核
持
ち
込
み
」
（
ご
←
『
。
：
：
。
。
）
に
関
す
る
合
意
で
あ
ろ
う
。
政

策
文
書
は
、
も
し
条
約
改
定
と
な
れ
ば
六
○
年
当
時
、
日
米
両
国
が
了
解
し
た
一
連
の
妥
協
が
オ
ー
プ
ン
に
な
る
と
し
、
こ
れ
を
「
パ
ン

ド
ラ
の
箱
を
開
け
る
」
も
の
と
表
現
し
て
い
た
。
実
際
、
こ
の
政
策
文
書
は
条
約
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
得
て
き
た
利
益
を
列
挙
す
る
な

か
で
明
確
に
「
可
目
巴
（
（
通
過
）
」
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
れ
は
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
「
持
ち
込
み
」
の
定
義
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

一
九
六
○
年
改
定
交
渉
で
は
、
核
搭
載
艦
船
の
「
通
過
」
は
核
の
「
持
ち
込
み
」
に
は
含
ま
れ
な
い
、
と
の
非
公
開
の
合
意
が
あ
っ
た
。

こ
の
合
意
が
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
り
有
益
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
政
府
内
で
は
そ
の
維
持
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
同
時
に
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
日
本
政
府
内
の
理
解
に
や
や
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
こ
の
合
意
は
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部

で
は
既
に
定
着
し
た
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

と
も
あ
れ
政
策
文
書
は
、
こ
う
し
た
非
公
開
合
意
に
関
す
る
一
連
の
理
由
か
ら
固
定
延
長
方
式
（
条
約
の
第
一
．
○
条
が
一
○
年
後
に
両

国
が
通
告
す
れ
ば
条
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
第
一
○
条
改
定
に
よ
っ
て
条
約
を
延
長
す
る
一
々
式
）
を

回
避
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
た
。

さ
ら
に
政
策
文
書
は
佐
藤
首
相
自
身
が
固
定
延
長
論
で
あ
る
、
と
の
見
方
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
日
本
政
府
が
固
定
延
長
を
提
案
す
る

可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
、
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
に
指
示
を
出
し
、
個
人
的
か
つ
非
公
式
レ
ベ
ル
で
佐
藤
首
相

に
ア
メ
リ
カ
政
府
の
方
針
を
伝
え
、
誤
解
を
防
ぐ
為
に
佐
藤
首
相
と
議
論
す
べ
き
で
あ
る
、
と
提
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ

ー
大
使
に
向
け
て
佐
藤
に
伝
え
る
べ
く
指
示
さ
れ
た
内
容
は
、
次
の
点
に
及
ぶ
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
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つ
ま
り
佐
藤
首
相
は
、
六
六
年
夏
に
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
方
針
が
条
約
の
自
動
延
長
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
の
政
策
文
書
で
あ
る
「
日
米
間
の
全
般
的
関
係
」
は
、
こ
れ
も
五
月
二
七
日
に
完
成
し
、
政
治
、
経
済
、
軍
事

の
全
般
的
分
野
に
つ
い
て
の
提
言
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
一
○
項
目
の
提
言
に
加
え
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
、
ア
メ
リ
カ

（
配
）

政
府
担
当
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
行
動
が
一
項
目
ず
つ
あ
り
、
〈
ロ
計
一
一
一
項
目
か
ら
成
っ
て
い
た
。

注
目
す
べ
き
点
は
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
が
独
自
の
核
能
力
を
持
つ
決
定
を
行
わ
な
い
様
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
提
言
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
さ
き
に
見
た
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
に
関
す
る
政
策
文
書
が
、
日
本
国
内
に
核
保
有
へ
の
圧
力
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
こ

と
と
併
せ
て
注
目
す
べ
き
ア
メ
リ
力
政
府
の
決
定
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
の
核
保
有
論
に
つ
い
て
は
、
六
六
年
二
月
の
下
田
武
三
外
務
次

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

四
七

あ
后
ご
っ
。

６
、
我
々
が
、

２
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
一
○
条
（
条
約
の
終
了
）
を
含
む
条
約
全
体
を
改
定
す
る
意
図
も
な
い
。

３
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
佐
藤
首
相
が
条
約
の
廃
棄
及
び
改
定
の
意
図
は
な
い
、
と
い
う
公
式
発
表
を
す
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
。

４
、
両
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
七
○
年
に
先
立
っ
て
条
約
廃
棄
の
意
図
が
な
い
、
と
の
公
式
発
表
を
す
る
こ
と
も
望
ま
し
い
。

５
、
条
約
に
伴
う
複
数
の
合
意
に
つ
い
て
も
改
定
を
提
案
す
る
意
図
は
な
い
。
但
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
最
終
決
定
は
、
時
期
尚
早
で

１
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
条
約
を
七
○
年
に
打
ち
切
る
意
図
は
な
く
、
六
○
年
の
条
約
改
定
当
時
の
立
場
を
踏
襲
し
て
、
条
約
を
無
期
限

る
◎ 

と
考
え
て
い
る
。

条
約
延
長
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
公
式
の
立
場
を
取
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
佐
藤
首
相
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
歓
迎
す
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八

（
型
）

官
の
発
一
一
一
一
口
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
対
日
政
策
に
お
け
る
核
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
六
五
年
八
月

二
○
日
付
け
政
策
文
書
「
日
本
の
防
衛
政
策
」
の
提
言
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
確
認
さ
れ
、
Ｓ
Ｉ
Ｇ
の
承
認
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
政
策
文
書
（
「
日
米
間
の
全
般
的
問
題
）
）
は
、
最
後
の
二
項
目
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
ま
ず
、

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
早
急
に
佐
藤
首
相
と
会
い
、
こ
の
文
書
の
線
で
日
米
関
係
全
般
に
つ
い
て
レ
ヴ
ュ
ー
す
べ
き
で
あ
る
。
次
に
、

ア
メ
リ
カ
政
府
担
当
者
は
、
対
日
政
策
の
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
と
、
作
戦
行
動
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
文
書
の
分
析
と
結
論
を
指
針
と
す

べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
後
の
二
項
目
は
、
こ
の
政
策
文
書
の
認
識
を
、
政
府
内
の
文
官
・
制
服
の
双
方
が
共
に
指
針
と
し
て
採
用
す

る
こ
と
を
提
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
政
策
文
書
が
指
示
し
た
通
り
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
は
、
七
月
一
日
、
佐
藤
首
相
と
の
間
で
非
公

式
な
協
議
を
持
ち
、
こ
の
文
書
を
共
に
レ
ヴ
ュ
ー
し
て
い
た
。
同
時
に
大
使
か
ら
佐
藤
首
相
に
向
け
て
、
七
○
年
以
後
の
安
全
保
障
条
約

（
鮨
）

に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
見
解
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
説
明
に
対
し
て
、
佐
藤
首
相
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
北
爆
を
支
持
す

る
趣
旨
の
発
言
を
し
た
後
、
佐
藤
首
相
は
日
本
が
大
国
の
一
員
と
な
っ
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
が
日
米
の
国
益
は
一
致
し
て
い
る
と
の
認
識

を
待
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
琉
球
・
小
笠
原
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
基
本
的
立
場
は
不
変
で
あ
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
大
使
の
防
衛

問
題
に
関
す
る
レ
ヴ
ュ
ー
に
関
し
て
佐
藤
首
相
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
昨
年
二
九
六
五
年
一
月
）
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
対
す
る

核
攻
撃
に
有
効
に
対
処
す
る
と
保
証
し
た
こ
と
を
確
認
、
核
政
策
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
た
。
佐
藤
は
、
日
本
は
独
自
の

核
開
発
を
考
え
て
お
ら
ず
、
核
不
拡
散
に
は
協
力
す
る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
日
米
間
の
全
般
的
関
係
」
に
関
す

る
政
策
文
書
は
、
日
本
独
自
の
核
開
発
を
抑
制
す
る
方
針
を
提
言
し
て
い
た
か
ら
、
佐
藤
の
反
応
は
、
こ
の
提
言
に
対
す
る
、
日
本
側
の

同
意
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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以
上
で
検
討
し
た
通
り
、
基
地
の
自
由
使
用
に
関
す
る
二
点
を
め
ぐ
る
日
本
国
内
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
ず
の
戦
闘
機
の
発
進
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
情
勢
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
て
い
た
。
国
会
で
は
、
こ
れ
と
事
前
協

議
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
野
党
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
側
に
対
す
る
否
定
的
回
答
を
迫
る
立
場
が
表
明
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
沖
縄
基
地
を
差

別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
割
り
切
れ
な
い
」
感
情
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
核
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ

カ
政
府
が
日
本
に
対
し
て
独
自
の
核
開
発
に
否
定
的
立
場
を
伝
え
、
同
時
に
日
本
政
府
か
ら
は
沖
縄
に
言
及
し
つ
つ
核
持
ち
込
み
に
つ
い

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

四
九

こ
れ
に
加
え
て
佐
藤
首
相
が
触
れ
た
次
の
点
は
、
そ
の
後
の
沖
縄
問
題
の
展
開
か
ら
見
て
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
佐

藤
首
相
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
へ
の
核
の
持
ち
込
み
（
一
日
『
・
冒
昌
。
ご
）
に
つ
い
て
は
国
内
に
非
常
に
難
し
い
問
題
が
あ
り
、
し
か

も
、
こ
れ
は
沖
縄
と
関
連
し
て
い
る
、
と
発
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
佐
藤
首
相
は
、
核
の
持
ち
込
み
に
関
す
る
日
本
の
態
度
は
基
本

的
に
変
化
し
て
お
ら
ず
、
日
本
の
困
難
な
状
況
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
理
解
を
求
め
た
い
、
と
述
べ
て
い
た
。
周
知
の
と
お
り
、
’
九

（
妬
）

六
七
年
一
一
月
の
訪
米
で
〈
ロ
意
さ
れ
た
小
笠
原
返
還
に
際
し
て
、
佐
藤
首
相
は
、
の
ち
に
非
核
三
原
則
（
な
い
し
四
原
則
）
と
呼
ば
れ
る

核
に
関
す
る
基
本
的
立
場
を
示
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
一
つ
が
日
本
へ
の
核
の
持
ち
込
み
を
認
め
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
佐
藤
首
相
は
、
日
本
の
核
武
装
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
懸
念
を
解
消
す
る
こ
と
に
努
め
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
、
日

本
へ
の
核
兵
器
持
ち
込
み
が
国
内
政
治
上
困
難
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
理
解
を
求
め
つ
つ
、
こ
れ
と
沖
縄
返
還
と
の

関
連
に
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
佐
藤
首
相
が
「
核
持
ち
込
み
」
と
述
べ
た
際
に
、
こ
れ
に
「
通
過
」
を
含
め
て
い
た
か
ど

う
か
、
は
記
録
か
ら
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
沖
縄
返
還
へ
の
模
索
と
打
診
の
な
か
で
佐
藤
首
相
が
、
核
持
ち
込
み
に
対
す
る
事
前
協

議
制
の
制
約
を
、
よ
り
強
く
確
認
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
沖
縄
を
め
ぐ
る
国
内
政
治
上
の
理
由
か
ら
補
強
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
種
の
布

石
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
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五
○

て
の
難
色
が
強
く
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
六
六
年
春
以
降
の
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
日
米
両
国
の
打
診
と
協
議
の
積
み
重
ね
を
見
て
お
こ

う
。
こ
の
時
期
、
政
府
上
層
部
と
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
沖
縄
の
施
政
権
要
求
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
の
立
場
が
微
妙
で
あ
る
こ
と
を
次
の

よ
う
に
確
認
し
て
い
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
の
は
基
地
機
能
問
題
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
マ
ク
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
デ
ィ
が
大
統
領
に
宛
て
て
送
っ
た
「
沖
縄
の
将
来
」
と
題
さ
れ
た
覚
書
を
見
よ
う
。
こ
の
覚
書
で
バ
ン

デ
ィ
は
、
沖
縄
問
題
の
難
し
さ
を
打
開
す
ゑ
々
法
と
し
て
日
本
政
府
と
次
の
よ
う
な
取
引
を
提
案
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
に
は
沖
縄

の
民
政
に
関
す
る
権
利
を
回
復
さ
せ
、
他
方
で
我
々
が
必
要
と
す
る
基
地
権
利
を
日
本
が
明
示
的
に
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
、
パ
ン
デ
ィ
は
、
次
の
よ
う
な
予
測
を
示
し
て
い
る
。

「
日
本
は
完
全
復
帰
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
日
本
政
府
が
自
ら
選
択
し
た
結
果
と
し
て
本
土
へ
の
核
兵
器
受

〈
〃
）

け
入
れ
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
九
六
六
年
現
在
で
は
極
め
て
難
し
い
。
」

つ
ま
り
パ
ン
デ
ィ
は
、
施
政
権
返
還
要
求
が
日
本
国
内
の
反
核
感
情
と
の
間
で
齪
鰭
を
来
た
し
、
日
本
政
府
を
苦
境
に
立
た
せ
る
こ
と

を
予
測
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
報
告
書
「
琉
球
問
題
に
関
す
る
日
本
の
立
場
」
一

九
六
六
年
六
月
二
○
日
）
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
こ
の
問
題
を
分
析
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
最
近
の
自
民
党
内
の
分
離
砕
返
還
論
に
触
れ
た
上
で
、
日
本
人
の
大
部
分
が
沖
縄
に
対
す
る
主
権
の
完
全
な
回
復
を
目
標
と

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
し
か
し
自
民
党
政
府
は
、
沖
縄
基
地
を
ア
メ
リ
カ
の
支
配
下
に
残
し
た
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見

通
し
を
述
べ
て
い
た
。
何
故
な
ら
、
も
し
施
政
権
返
還
を
完
全
に
受
け
入
れ
る
と
、
そ
れ
は
憲
法
の
不
戦
条
項
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
返
還
は
核
に
関
す
る
政
府
の
方
針
に
も
転
鱒
砿
す
る
。
こ
れ
を
打
開
す
ゑ
々
法
と
し
て
、
特
別
行
政
区
域
に
つ
い
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て
様
々
な
提
案
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
沖
縄
を
憲
法
の
保
護
の
も
と
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
差
別
す
る
、
と
の
非
難
に

道
を
開
く
こ
と
に
な
り
、
難
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
報
告
書
は
、
日
本
政
府
の
沖
縄
返
還
要
求
に
内
在
す
る
難
問
と

（
記
）

そ
の
背
景
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
た
と
一
一
言
え
よ
う
。
共
通
す
る
の
は
、
施
政
権
返
還
を
要
求
す
る
日
本
が
、
い
ず
れ
核
基
地
問
題
を
め

ぐ
っ
て
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
を
予
測
し
た
点
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
こ
こ
に
は
、
完
全
復
帰
と
な
っ
た
場
合
、
基
地
機
能
を
維
持
す

る
目
的
の
も
と
で
自
由
使
用
は
前
提
と
な
る
、
と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
が
強
く
窺
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
と
予
測
を
背
景
と
し
て
日
米
両
国
政
府
間
で
は
、
沖
縄
基
地
を
め
ぐ
る
慎
重
な
打
診
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
佐
藤
首
相
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
と
の
非
公
式
協
議
の
数
日
後
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
が
来
日
、
日
本
政
府
高
官
と
の
間
で
協
議

を
行
っ
た
。
七
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
ラ
ス
ク
長
官
の
発
言
は
、
先
に
見
た
マ
ク
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
デ
ィ
（
一
九
六
六
年
五

月
）
、
及
び
Ｃ
Ｉ
Ａ
報
告
書
（
’
九
六
六
年
六
月
）
が
示
し
た
施
政
権
返
還
を
め
ぐ
る
予
測
を
考
慮
し
た
時
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

つ
ま
り
一
九
六
六
年
時
点
で
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
は
、
返
還
要
求
が
日
本
政
府
を
デ
ィ
レ
ン
マ
に
立
た
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
認

識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ラ
ス
ク
は
、
会
談
に
出
席
し
た
椎
名
外
相
に
対
し
、
沖
縄
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
伝
え

い
た
。
つ
ま
出

允
の
で
あ
る
。

ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
、
北
京
が
平
和
共
存
に
転
じ
な
い
限
り
、
沖
縄
基
地
の
現
状
は
死
活
的
に
重
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ラ
ス

ク
は
、
も
し
施
政
権
返
還
が
基
地
機
能
の
移
転
を
伴
う
場
合
、
日
本
政
府
は
世
論
の
反
発
に
よ
っ
て
国
内
的
に
は
今
よ
り
も
苦
し
い
立
場

に
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
基
地
に
つ
い
て
現
状
以
上
の
制
約
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
ラ
ス
ク
は
核
基
地
を
含
む
返
還
に
な
れ
ば
、
世
論
の
日
本
政
府
に
対
す
る
反
発
は
現
在
以
上
に
強
ま
る
こ
と
を
警
告
し

（
鯛
）

て
い
た
の
で
あ
る
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
（
河
野
）

五
一
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

五
二

〈
釦
）

同
じ
日
に
、
行
わ
れ
た
佐
藤
首
相
と
の
会
談
で
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
の
議
題
は
日
米
安
全
保
障
条
約
問
題
で
あ
っ
た
が
、
佐
藤
首
相
は
、
延
長
方
式
に
つ
い
て
日
本
政
府
の
結
論
は
ま
だ
出
て
い
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
。
ラ
ス
ク
が
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
条
約
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
を
除
い
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
が
条
約
延
長
を
期

待
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
、
佐
藤
は
、
日
本
に
は
ド
ゴ
ー
ル
は
い
な
い
と
強
調
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ラ
ス
ク
が
、
も
し
安
全
保
障

条
約
が
な
い
状
態
に
な
れ
ば
、
日
本
は
核
保
有
す
る
の
か
、
と
質
問
し
、
佐
藤
は
個
人
的
に
は
日
本
が
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は

良
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
の
考
え
を
伝
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
六
六
年
の
段
階
で
日
米
両
国
は
、
相
互
に
立
場
を
探
り
合
い
つ
つ
、
日
米
’
安
全
保
障
条
約
の
自
動
延
長
と
、
日
本

の
非
核
化
に
つ
い
て
の
合
意
を
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
模
索
は
施
政
権
返
還
の
条
件
と
し
て
の
基
地
問
題
に
長
期
的

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
連
の
打
診
の
な
か
で
、
従
来
か
ら
模
索
さ
れ
、
佐
藤
首
相
も
ラ
ス
ク
に
向
け
て
打

診
し
た
こ
と
の
あ
る
分
離
返
還
一
々
式
に
つ
い
て
最
終
的
な
結
論
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
３
節
で
検
討
し
た
い
。

は
じ
め
に

（
１
）
Ｕ
・
Ａ
・
ジ
ョ
ン
凸

（
２
）
細
谷
千
博
他
編
。

（
３
）
同
右
、
七
九
五
頁
。

（
４
）
渡
邊
昭
夫
「
サ
Ｚ

（
５
）
楠
田
賢
イ
ン
タ
ビ
’

饗
）
渡
邊
昭
夫
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
五
○
年
」
（
同
志
社
大
学
ア
メ
リ
カ
研
究
所
編
『
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
』
三
八
号
所
収
）
’
八
’
一
九
頁
。

Ｕ
）
楠
田
實
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
九
九
五
年
一
一
月
一
六
日
）
【
■
２
８
ニ
ヨ
・
『
色
。
『
四
一
匹
一
②
〔
。
『
『
一
日
の
『
ぐ
】
の
蚕
『
・
Ｄ
Ｃ
且
Ｅ
ｃ
－
８
ｇ
少
酋
三
百
『
自
陣
百

口
ロ
ロ
尻
。
｝
】
冨
巨
『
臼
冨
・
Ｚ
。
こ
の
ヨ
ワ
の
『
』
⑦
。
ご
□
⑫
。
ご
・
の
．
，
］
■
石
臼
邑
句
『
。
］
の
Ｃ
丘
□
】
己
一
○
目
】
色
二
Ｃ
ｍ
の
。
色
ユ
（
］
ご
回
ロ
ロ
ロ
ｎ
ｏ
ｐ
ｏ
ヨ
】
。
”
の
一
口
二
○
口
い
い
旨
の
の
』
⑩
①
Ｐ
Ｃ
円
四
一
エ
】
の
，

【
。
『
］
勺
『
。
｝
の
具
三
島
。
ｇ
］
⑫
の
目
臥
［
］
シ
『
・
亘
『
の
。
以
下
、
［
Ｚ
②
シ
］
と
略
記
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
楠
田
は
、
韓
国
条
項
と
台
湾
条
項
に
つ
い
て
日
本
側

Ｕ
・
Ａ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
米
大
使
の
日
本
回
想
』
草
思
社
、
一
九
八
九
年
。

細
谷
千
博
他
編
『
日
米
関
係
資
料
集
一
九
四
五
－
九
七
」
夏
泉
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
七
八
六
頁
。
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第
一
章

（
１
）
’
九
五
九
年
五
月
、
岸
首
相
か
ら
Ｄ
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
に
む
け
て
、
沖
縄
情
勢
が
沈
静
化
し
て
い
る
間
は
、
日
本
政
府
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
公
的
に

施
政
権
返
還
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
の
発
言
を
し
て
い
た
。
罰
）
高
崎
菖
記
：
毎
．
鼠
具
暮
③
〔
冒
再
賢
切
冒
唇
鞄
［
帛
埼
【
田
］
白
思
配
山
豊
ロ
『
。
｝
・
〆
『
員
旨
，

、
§
・
園
〕
、
日
も
」
ｓ
・
池
田
外
交
に
お
け
る
沖
縄
構
想
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
べ
き
課
題
と
考
え
て
い
る
。

（
２
）
福
井
治
弘
「
沖
縄
返
還
交
渉
ｌ
日
本
政
府
に
お
け
る
決
定
過
程
」
（
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
沖
縄
返
還
交
渉
の
政
治
過
程
」
国
際
政
治
五
二
号
有

（
２
）
福
井
坐

斐
閣
、
云

（
３
）
勺
ユ
ｇ

（
４
）
我
部
垂

（
５
）
中
島
髭

は
、
こ
の
畦

（
６
）
細
谷
仙

（
７
）
同
上
。

（
８
）
同
上
。

は
消
極
的
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
雨
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
当
時
駐
日
大
使
で
あ
っ
た
ア
ー
ミ
ン
・
マ
イ
ャ
ー
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
趣
旨

の
発
言
を
し
て
い
る
。
シ
『
目
口
三
①
］
の
『
○
且
四
一
の
Ｓ
ご
旨
｛
の
『
く
す
弓
○
．
ゴ
：
ｇ
の
。
ｇ
幻
《
》
す
⑮
耳
尹
・
三
世
曰
ｂ
一
・
『
・
］
自
巨
『
】
］
『
」
垣
＆
□
・
の
．
，
］
：
目
で
『
。
，

］
の
、
戸
口
一
℃
』
○
曰
呉
】
ｐ
の
③
、
巨
ユ
【
］
・
餌
己
Ｑ
ｐ
ｂ
ｏ
ｐ
Ｃ
日
】
Ｃ
”
の
一
四
二
○
二
⑫
②
ご
○
の
ち
９
－
。
『
四
一
四
】
閏
。
『
】
□
『
。
］
の
Ｒ
［
ｚ
の
シ
］
，

（
６
）
台
湾
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
句
『
・
ヨ
ロ
の
目
⑮
］
一
○
ｍ
の
Ｃ
『
①
国
具
冨
の
幻
○
○
℃
や
。
ｍ
の
⑫
『
の
く
の
鼠
。
皀
○
【
幻
百
ご
巨
房
一
曹
己
鮠
（
Ｃ
］
伊
已
自
言
の
①
己
一
・
局
．

］
震
『
．
ｏ
の
日
『
四
一
句
○
『
の
億
口
□
Ｃ
ｌ
】
。
］
国
一
の
⑫
》
巴
ヨ
ー
ー
患
Ｐ
己
○
門
ご
宛
『
□
昂
．
宛
の
ｇ
・
Ｚ
昌
○
目
』
し
『
：
】
『
Ｂ
Ｏ
Ｃ
一
一
の
胸
の
固
『
〆
三
四
『
竜
一
四
コ
Ｐ
韓
国
に
つ
い
て

は
以
下
。
○
頁
館
。
ご
嘱
弓
Ｃ
］
①
鰭
『
：
】
・
句
曰
目
】
レ
ョ
ワ
・
国
【
○
銭
ｓ
〔
Ｃ
②
口
の
己
ｇ
ｚ
ｏ
ぐ
の
曰
〕
す
の
『
の
．
』
垣
９
．
○
の
。
（
『
巴
弓
。
『
の
一
ｍ
己
勺
○
一
】
ミ
ヨ
一
の
の
．
＄
ヨ
ー
」
器
Ｐ
勺
Ｃ
Ｆ
Ｓ

宛
昌
ご
【
の
》
幻
の
ｇ
》
Ｚ
目
・
目
］
シ
『
・
宣
く
畷
・
○
Ｃ
］
］
偶
の
勺
貰
宍
・
富
回
ｑ
］
四
目
》
ス
ナ
イ
ダ
ー
公
使
の
台
湾
訪
問
は
、
一
九
六
九
年
一
○
月
二
六
日
。
句
【
○
ｓ
目
。
‐

ご
ｏ
〔
・
目
】
己
の
】
・
○
・
【
◎
す
の
『
］
＠
．
乞
患
・
石
○
惇
ら
宛
Ｋ
ご
田
．
宛
。
＄
・
Ｚ
呉
一
・
目
一
シ
『
ｏ
三
『
の
酌
．
。
。
一
一
ｃ
胸
⑦
勺
四
『
宍
・
字
厨
ｑ
一
目
。
『
ス
ナ
ィ
ダ
ー
公
使
の
韓
国
訪
問

は
、
同
年
一
一
月
七
日
。
可
３
ｓ
『
。
ご
ｏ
８
シ
ロ
］
の
日
日
の
の
留
め
の
。
色
］
》
Ｚ
Ｃ
ぐ
の
ヨ
ワ
の
『
Ｐ
］
農
Ｐ
で
○
Ｆ
】
②
幻
『
ご
［
Ｐ
宛
の
＄
・
室
昌
Ｃ
冒
一
宵
Ｃ
宣
く
の
⑫
．
○
。
］
一
の
油
の

勺
四
『
丙
・
シ
ヨ
四
『
］
百
コ
。
。

勺
１
⑩
Ｑ
一
一
四
Ｑ
眉
己
冨
○
嵐
目
乏
四
丙
の
ぐ
の
『
②
】
：
団
員
８
こ
Ｃ
ｓ
｛
】
旦
貝
の
国
。
〔
一
目
言
三
四
の
三
コ
日
。
。
］
患
？
］
垣
＄
葛
（
同
右
）
。

我
部
政
明
『
戦
後
日
米
関
係
と
安
全
保
障
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
七
年
。

中
島
琢
磨
「
初
期
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
沖
縄
返
還
問
題
」
（
九
州
大
学
法
学
部
『
法
政
研
究
』
第
七
三
巻
第
三
号
、
二
○
○
六
年
一
二
月
）
。

こ
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
た
数
少
な
い
研
究
の
一
つ
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

細
谷
他
編
。
五
一
一
二
’
五
二
三
頁
。

同
上
。
六
二
四
’
六
二
五
頁
。

一
九
七
五
年
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

五
＝ 
￣ 

こ
の
論
文
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（
型
）
三
の
ロ
】
。
『
ロ
己
昌
己
さ
『
Ｓ
Ｃ
ｍ
ｃ
Ｄ
『
の
国
『
］
『
『
◎
ヨ
ン
ョ
９
ｍ
の
因
。
『
元
の
一
②
ｏ
冨
巨
の
『
・
言
。
Ｅ
『
宛
の
一
日
】
○
曰
菖
昏
］
四
℃
目
写
］
巳
三
一
」
垣
忠
・
［
Ｚ
⑫
』
］
・
Ｚ
。
・
Ｃ
宣
旨
・

く
あ
）
Ｆ
の
耳
円
甸
『
○
日
言
の
ロ
ョ
ロ
の
『
い
の
り
『
の
厨
『
『
。
｛
い
【
呉
の
（
国
四
一
一
）
一
○
ｍ
の
。
『
の
一
煙
『
竜
。
［
己
禺
の
口
印
の
三
○
三
口
日
胃
Ｐ
］
こ
］
昌
琶
・
岳
留
・
｛
亀
『
〔
（
ｍ
］
Ｃ
壱
・
ａ
『
・
・
ロ
ロ
・

］
］
］
ｌ
】
一
四
・

（
羽
）
○
四
つ
一
①
Ｃ
向
宅
少
宛
目
二
局
ｚ
『

空
］
つ
つ
』
の
、
酉
』
『
。

（
Ｍ
）
面
冒
す
一
の
－
９
ｍ
】
・
『
○
六
］
Ｃ
ｓ
②
の
。
②
与
呉
の
》
Ｃ
の
８
ヨ
ワ
の
『
函
Ｐ
乞
段
・
［
ｚ
の
シ
］
・
Ｚ
○
・
ｓ
＄
『
・

（
旧
）
中
島
信
吾
「
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』
慶
臓
大
学
出
版
会
、
二
○
○
六
年
。
第
九
章
。

（
脂
）
ご
ｎ
ｏ
ヨ
ョ
胸
『
の
】
の
、
『
四
『
。
．
ｇ
『
Ｐ
目
。
斤
昌
。
｛
。
②
の
、
、
菌
〔
の
。
□
の
８
日
す
の
『
②
Ｐ
』
し
量
・
［
Ｚ
の
シ
］
・
Ｚ
○
・
９
ｓ
］
・

（
Ⅳ
）
総
理
府
が
沖
縄
問
題
に
対
し
て
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
河
野
前
掲
懇
、
一
二
七
頁
。

（
旧
）
シ
昼
の
，
富
の
自
。
弓
Ｐ
］
自
目
ｑ
『
・
］
垣
忌
・
［
Ｚ
め
ど
．
ｚ
○
・
ｓ
←
］
垣
・

（
旧
）
函
四
○
弄
油
『
◎
巨
口
○
勺
四
つ
円
。
］
四
国
匡
囚
『
三
『
・
』
②
①
、
．
［
Ｚ
ｍ
シ
］
・
三
○
・
三
一
臣
・

（
加
）
「
佐
藤
首
相
訪
米
に
関
す
る
米
政
府
の
背
景
ペ
ー
パ
ー
」
（
一
九
六
五
年
一
月
五
日
・
七
日
）
（
細
谷
他
編
前
掲
轡
、
六
一
四
－
六
二
五
頁
）
。

（
皿
）
［
患
》
宛
こ
い
］
岳
＆
－
』
①
ｇ
・
『
。
］
，
圏
・
で
四
旦
砲
・
］
鼬
已
甦
ロ
ロ
・
の
．
。
○
く
の
『
三
ョ
①
ロ
［
Ｐ
】
『
旨
一
百
ｍ
。
【
【
】
Ｃ
の
。
三
四
印
冨
口
碩
（
Ｃ
ｐ
ｇ
ｇ
・
ロ
・
局
』
・

（
犯
）
三
の
ョ
。
『
句
且
［
』
ョ
。
【
Ｃ
Ｏ
曰
く
の
『
、
日
一
○
口
・
農
ｐ
．
ｍ
．
’
］
眉
目
宛
●
］
“
二
。
景
菖
二
幻
の
一
貫
の
二
三
○
『
一
旦
で
『
◎
す
］
の
日
②
瓢
・
国
②
囚
丙
巨
の
、
［
。
（
勺
『
旨
の
冨
旨
一
の
［
の
『
。
ご
囚
，

己
目
）
四
目
⑭
の
。
『
⑦
盲
『
冤
甸
巨
醜
【
』
目
目
『
］
屋
』
や
＆
叩
の
。
『
の
ｓ
ｑ
Ｆ
目
ｇ
ｏ
戸
〕
【
。
『
勺
『
】
【
己
の
三
目
里
⑮
『
切
回
日
沖
縄
県
立
公
文
脅
堕
所
蔵
宛
の
８
ａ
ヱ
ニ
ョ
ー

（
Ⅱ
）
『
■

（
吃
）
シ
已

面
）
沖
輌

一
三
頁
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

五
四

（
９
）
三
８
ヨ
ヨ
曲
目
の
｝
の
油
『
、
日
日
○
戸
『
。
Ｓ
の
①
。
、
厨
Ｅ
ｚ
（
》
く
の
目
冨
『
一
Ｐ
一
患
一
・
○
の
。
（
『
四
一
弓
○
円
の
】
函
己
宅
。
』
】
自
国
｝
の
②
』
⑪
震
－
］
⑪
ｇ
で
○
Ｆ
］
シ
や
缶
Ｚ
と
い
幻
の

９
．
ｚ
ｇ
一
○
二
四
一
シ
『
Ｃ
三
『
の
②
『
。
。
」
｝
渦
の
勺
口
『
宍
・
冨
貰
ご
目
ｃ
・

（
⑩
）
シ
】
『
ｍ
『
ｐ
ｓ
ｂ
⑥
８
日
す
の
『
屋
］
患
』
・
幻
］
昊
二
巨
一
の
一
ｍ
目
の
出
一
晋
ｎ
．
曰
目
②
⑪
一
○
口
の
『
矼
・
ｏ
回
一
一
○
口
勺
『
一
日
Ｃ
宣
旨
国
の
『
・
ｚ
ｇ
－
Ｃ
目
］
⑫
の
２
『
］
ご
シ
『
・
言
『
Ｐ
旨
，

目
：
貫
鳶
ｓ
鳶
：
鷺
爵
借
菩
｛
・
萱
§
、
吻
胃
畠
曾
・
員
尊
ご
菖
乱
Ｇ
ミ
ロ
昏
薯
の
．
』
愚
〒
皀
副
・
［
Ｚ
圏
］
・
Ｚ
・
・
畠
『
軌
・

（
Ⅱ
）
『
佳
一
穴
ご
陀
勺
Ｃ
ご
戸
口
の
。
①
ヨ
ヮ
の
『
』
Ｐ
一
忠
」
・
目
彦
の
幻
昌
巨
弄
］
巨
凹
ロ
ロ
ロ
○
口
ご
房
一
四
二
号
・
［
ｚ
切
尹
］
・
Ｚ
。
・
ｇ
塑
麗
・

（
吃
）
シ
ロ
ロ
の
口
Ｓ
〆
（
。
『
四
房
旨
、
勺
回
已
図
・
［
三
ｍ
シ
］
・
二
○
・
ｓ
患
一
・

（
旧
）
沖
縄
に
関
す
る
日
米
協
議
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
河
野
康
子
「
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
（
夏
夙
大
学
出
版
会
、
’
九
九
四
年
｝
二
○
九
－
二

す
の
『
『
色
唖
』
Ｐ

○
句
⑫
『
シ
弓
同
・
］
巨
一
豈
罠
己
３
ロ
ミ
ロ
閏
葛
員
ら
○
句
菖
葛
§
隊
記
骨
導
ｇ
ｇ
ｇ
鳥
員
以
下
［
Ｄ
Ｃ
幻
の
］
と
略
記
。
○
【
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第
二
章

（
１
）
『
雪
扇
苅
⑩
ご
亀

『
シ
・
己
ロ
碑
⑨
－
幽
騨

ご
少
．

（
８
）
 

（
６
）
三
の
ョ
（
］
『
■
コ
ユ
ロ
ョ
ご
『
シ
勝
誌
百
コ
佇
め
の
、
『
の
菌
『
］
｛
。
『
句
四
『
向
山
の
｛
の
『
。
シ
｛
『
田
『
②
（
ご
『
・
国
巨
ロ
ロ
『
）
》
ｚ
ｏ
『
の
曰
ロ
日
』
『
』
①
認
・
［
ｚ
、
シ
］
・
Ｚ
。
．
ｇ
認
弓
，

（
７
）
ご
冨
記
８
⑩
『
鰯
ご
菖
具
○
雪
冒
ご
貝
』
Ｑ
湯
③
助
言
（
唇
冒
『
ミ
③
量
姐
§
ミ
ロ
）
弓
島
司
息
員
］
巨
一
］
］
⑤
『
画
・
目
ゴ
餉
葺
員
の
｛
。
『
ロ
の
崗
自
の
①
シ
息
一
忌
め
の
②
・
少
『
］
旨
狛
８
口

（
４
）
回
国
】
す
｛
巴
唖
山
Ｐ
｜

（
５
）
（
３
）
と
同
じ
。

（
２
）
 

（
３
）
 

】
』
や
０

（
顕
）
『
の
一
の
、
『
■
ヨ
ョ
『
○
ョ
三
の
両
己
冨
囲
忌
ご
］
弓
目
（
○
ｓ
の
□
の
息
『
（
日
の
【
〕
一
○
［
⑫
国
豆
少
巨
悶
巨
⑪
（
呂
』
車
＆
忌
量
・
も
己
．
］
笛
－
」
霞
・

（
訂
）
三
の
い
②
四
ｍ
の
（
『
○
ョ
勺
『
旨
の
冨
冒
）
②
（
の
『
の
日
○
。
ご
眉
目
・
缶
巨
喰
巨
②
己
Ｐ
］
』
＆
［
ｚ
の
シ
］
９
日
』
・

（
配
）
沖
縄
問
題
閣
僚
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
河
野
前
掲
書
、
二
二
八
－
一
一
一
一
一
○
頁
。
な
お
、
第
二
回
閣
僚
委
員
会
（
九
月
七
曰
）
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
な
説

明
は
、
以
下
を
参
照
。
旨
８
ヨ
ヨ
岨
弓
の
｝
の
、
『
②
ョ
．
⑪
の
ロ
〔
の
ヨ
ワ
の
『
、
．
］
②
ａ
Ｃ
の
貝
『
、
］
句
。
『
の
狩
口
句
○
一
】
２
国
一
＄
』
⑪
震
‐
岳
９
勺
○
口
③
両
目
□
団
幻
の
９
．
三
四
‐

二
○
日
一
少
『
◎
三
『
の
⑪
ｈ
・
二
の
、
①
で
、
『
〆
冨
胃
］
一
ｍ
目
．
こ
の
電
報
に
よ
る
と
、
確
認
事
項
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

１
、
日
本
の
潜
在
主
権
、
２
、
日
本
国
謹
法
は
現
在
、
沖
縄
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
３
、
対
日
平
和
条
約
第
三
条
の
信
託
統
治
に
関
す
る
部
分
は
、
国
連
憲

章
七
八
章
に
よ
っ
て
無
効
に
は
な
ら
な
い
。
４
、
ア
メ
リ
カ
は
究
極
的
に
は
沖
縄
の
日
本
へ
の
返
還
を
意
図
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
は
奄
美
大
島
返
還
方
式
を

踏
襲
す
る
。
５
、
現
在
日
本
政
府
は
軍
事
基
地
と
施
政
権
の
分
離
を
支
持
し
て
い
な
い
。
６
、
沖
縄
問
題
は
日
米
二
国
間
で
調
整
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
日
本

政
府
は
こ
の
問
題
を
国
連
に
提
起
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
７
、
日
米
安
全
保
障
条
約
は
沖
縄
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

。
）
、
の
己
。
『
曰
【
の
『
□
の
己
凹
月
日
の
日
四
一
（
宵
○
一
』
□
〈
巴
の
）
は
、
’
九
六
六
年
一
一
一
月
に
設
置
さ
れ
、
外
交
政
策
に
関
す
る
省
間
の
問
題
に
つ
い
て
国
務
長
官
を
補

佐
す
る
任
務
を
持
ち
、
】
日
の
ａ
の
ご
閏
｛
曰
の
ロ
旦
甸
の
狛
冒
目
］
の
８
５
３
『
岳
①
旬
日
目
⑫
《
に
対
し
て
政
篭
提
一
一
一
一
コ
の
提
出
を
指
示
し
た
。
［
男
巨
的
］
＆
量
・
も
］
畠

［
Ｃ
Ｏ
〔
ロ
。
（
の
。

回
ヨ
ワ
｛
の
］
笛
Ｐ
目
。
【
］
ｏ
８
ｍ
の
○
の
国
汁
の
壷
少
巨
狛
巨
の
→
］
函
。
］
⑪
②
⑫
》
［
Ｄ
Ｃ
宛
、
］
○
【
』
Ｓ
９
℃
②
①
９
．

同
ロ
］
耳
の
一
色
②
、
。
□
の
。
の
冒
す
臼
『
・
』
⑪
３
．
［
ロ
ロ
幻
の
］
Ｃ
【
⑭
］
つ
Ｓ
ｃ
】
ヨ
ヨ
，

旧
の
耳
の
『
句
【
Ｃ
自
の
①
。
『
の
国
ご
Ｃ
〔
⑫
←
胃
の
”
巨
鼻
５
ｍ
の
。
『
の
白
昌
（
）
『
□
の
『
①
。
ｍ
の
三
，
三
ｍ
『
目
『
Ｐ
印
の
頁
の
ヨ
ワ
の
『
農
．
』
②
ｓ
・
Ｐ
［
国
『
ロ
ｍ
］
等
量
．
．
ご
己
．
』
ヨ
ー

『
毒
③
詞
⑩
ご
亀
風
。
琶
○
「
Ｃ
ミ
ヨ
ｐ
ｇ
ｐ
発
邑

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

〔
）
口
吻
①
切
冒
魯
冒
冒
可
月
圏
ｑ
ｅ
Ｃ
己
冒
貝
（
◎
夢
］
仁
一
豈
皀
『
四
・
百
ｍ
二
冒
戸
Ｃ
５
『
□
の
［
の
口
的
の
シ
コ
ロ
ー
］
ｍ
の
⑩
。
シ
『
｜
ヨ
巴
。
ゴ

五
五
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（
狐
）
黒
崎
箸
、

（
妬
）
百
用
［
窃

弱
）
黒
崎
箸
、

（
”
）
言
の
ヨ
ミ

（
犯
）
ご
厨
一
一
釘

』
』
ｃ
ｃ
』
⑱
Ｃ
⑪
」
単
・

（
羽
）
三
の
日
。
『

（
ｕ
）
Ｃ
陣
三
Ｃ
『
。
【
竜
Ｃ
－
Ｃ
ｍ
Ｃ
Ｃ
ｍ
（
ｇ
Ｐ
ｇ
Ｐ
豈
隠
・
［
ｚ
の
シ
］
ｚ
○
・
Ｃ
ｓ
③
函
・

（
⑫
）
夢
Ｃ
旨
丙
望
巨
歸
『
〔
一
切
西
凹
⑫
の
⑫
図
（
」
Ｅ
］
の
隼
〉
一
℃
『
○
℃
○
ｍ
＄
｜
【
○
【
少
②
曰
旦
］
の
『
○
こ
つ
」
巨
二
の
“
・
一
恵
①
》
［
三
ｍ
シ
］
・
ｚ
Ｃ
・
ニ
ヨ
ロ
・

（
田
）
二
の
。
］
・
『
菖
目
。
】
「
Ｃ
『
牙
の
勺
『
畷
ご
目
一
・
三
ｇ
ざ
・
】
①
３
［
ロ
ロ
幻
⑫
］
こ
れ
に
つ
い
て
の
Ｍ
・
パ
ン
デ
ィ
の
大
統
領
宛
メ
モ
は
以
下
。
三
の
己
○
日
目
目
）

可
Ｂ
ヨ
シ
｛
。
。
①
。
【
ぬ
の
団
巨
口
。
『
一
○
厚
の
⑭
昼
の
□
こ
◎
ご
ロ
の
。
Ｐ
ご
昌
圏
．
］
農
ｍ
・
冒
宛
［
田
］
ご
量
・
も
つ
・
一
患
ｌ
］
雪
・

（
Ｍ
）
若
泉
敬
『
他
策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
』
文
蕊
春
秋
、
一
九
九
四
年
。

（
脂
）
『
の
｜
の
碩
国
ョ
句
『
○
ョ
芽
の
同
ョ
日
研
】
ヨ
］
砦
昌
一
ｃ
［
言
Ｃ
Ｄ
息
『
（
ョ
目
｛
Ｃ
『
叩
Ｅ
ｇ
・
印
８
一
目
】
す
の
『
『
・
］
⑪
９
．
冒
詞
［
田
］
ご
負
・
・
己
已
・
一
韻
－
」
認
・

（
旧
）
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
、
’
九
六
五
年
七
月
三
一
日
。

（
Ⅳ
）
衆
議
院
本
会
議
録
、
一
九
六
五
年
八
月
二
日
。

（
旧
）
ロ
ョ
頁
の
一
急
Ｐ
弓
。
弄
望
○
芹
○
ｍ
の
ｎ
ｍ
冒
芹
の
．
シ
巨
碩
こ
め
（
届
．
」
②
爵
・
［
Ｄ
Ｃ
宛
の
］
Ｃ
宍
単
］
ｇ
ｓ
旨
＆
．

（
四
）
三
ｍ
［
】
。
。
、
｜
』
。
〔
の
一
二
ｍ
の
己
８
国
⑩
【
一
ョ
貝
の
》
Ｚ
。
『
の
ヨ
ケ
の
『
星
雪
一
霊
切
・
［
、
記
貝
的
］
＆
量
・
一
己
己
．
］
き
－
国
］
・

（
鋤
）
黒
崎
輝
『
核
兵
器
と
日
米
関
係
ｌ
ア
メ
リ
カ
の
核
不
拡
散
外
交
と
日
本
の
選
択
一
九
六
○
’
一
九
七
六
」
有
志
舎
、
二
○
○
六
年
。

（
Ⅲ
）
三
の
日
。
『
、
。
。
臣
ョ
句
『
◎
ョ
岳
の
シ
い
の
一
切
岳
ゴ
（
印
の
Ｃ
『
の
ご
ｑ
『
。
『
句
包
『
向
閉
冨
『
コ
ン
『
『
聾
一
『
皷
（
西
口
ロ
ー
竜
）
戸
Ｃ
日
の
Ｃ
ｇ
Ｅ
巨
白
】
：
『
の
①
Ｒ
の
白
ご
ざ
同
勺
○
一
三
，

８
－
少
（
〔
巳
『
⑭
（
『
す
Ｃ
ｓ
で
の
。
■
）
・
鈩
巨
頗
巨
②
｛
画
Ｐ
乞
忌
・
日
記
ロ
山
］
ご
苞
・
も
ロ
・
巨
芭
’
一
巴
・

（
皿
）
ｇ
の
ロ
】
Ｃ
『
：
Ｑ
巨
日
【
『
○
日
昂
の
’
甸
同
．
⑫
巨
亘
の
Ｃ
【
》
□
．
、
。
，
」
：
自
切
の
２
日
］
『
『
８
ｑ
・
宣
昌
目
．
ご
急
・
［
ｚ
の
シ
］
］
ロ
９
コ
一
・

（
鋼
）
『
の
一
の
頤
『
津
ョ
可
『
Ｃ
ヨ
ニ
の
ロ
ョ
冨
餉
望
冒
］
眉
陸
『
二
Ｃ
戸
。
①
□
ｇ
胃
冒
】
ｃ
員
。
（
叩
冨
〔
Ｐ
］
巨
一
『
面
』
器
の
。
【
、
宛
ロ
②
］
ご
辻
・
・
つ
つ
．
］
色
Ｉ
』
念
．

（
９
）
自
毒
の
宛
⑪
』
⑮
武

〈
、
）
ご
苞
・
も
・
巴
。

三
の
日
。
『
：
。
巨
己
。
『
、
○
口
『
の
厨
ｇ
】
。
。
．
」
昌
弩
『
』
患
Ｐ
［
西
司
【
閉
］
ご
国
・
・
つ
つ
一
念
－
］
念
．

言
の
ョ
Ｃ
『
：
旦
昌
【
】
句
『
Ｃ
ョ
富
Ｄ
ｏ
ｇ
侭
Ｄ
ｐ
Ｅ
己
已
竜
一
Ｃ
勺
『
○
ｍ
匡
目
こ
○
す
ロ
⑰
Ｃ
Ｐ
ｇ
ご
閏
・
」
息
②
・
円
詞
ロ
②
］
ご
蔵
・
・
つ
つ
］
窪
Ｉ
］
雪
・

自
昌
の
一
一
釘
の
。
８
三
の
目
○
日
目
屋
ョ
》
『
ず
の
」
呂
自
の
②
①
で
○
⑪
三
．
コ
ヨ
宛
の
恩
『
二
百
三
の
万
百
弄
冒
⑪
Ｃ
口
の
農
。
■
・
］
目
の
一
口
」
⑩
＄
．

Ｓ
詞
宛
巨
吻
］
８
．
口
（
・
ロ
ロ
」
だ
１
」
念
．

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

自
●
冒
宛
ｇ
：
一
目
＆
○
ミ
ヨ
ミ
巨
月
』
（
〉
白
の
⑯
切
言
且
ミ
ミ
蔦
目
頭
恩
旦
（
）
。
。
ａ
冒
貝
（
・
毬
・
＆
・
ａ
『
も
ロ
．
ご
－
呂

二
○
九
頁
。

’
九
六
頁
。

五
六

［
ご
□
河
巴
Ｃ
炭
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（
釦
）
三
の
曰
Ｃ
団
ロ
ロ
巨
目
。
【
Ｃ
Ｏ
曰
く
の
励
菖
】
Ｃ
Ｐ
］
臣
】
］
『
・
』
⑫
＆

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
二
）
（
河
野
）

胃
旬
目
印
］
建
武
・
も
已
金
ｌ
］
巴

五
七
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